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平成２５年第３回長与町議会定例会 

 

議事日程（第１号） 

 

 

                         平成２５年 ９月 ４日（水） 

                         午  前  ９時３０分 開議 

 

 諸 報 告 

 

  １．議 長 報 告 

 

  ２．行 政 報 告 

 

  ３．報 告 事 項 

 

    報告  平成２４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

        について 

 

 

日 程 件         名 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会 期 の 決 定 

３ 長与町議会改革等調査特別委員会中間報告 

４ 一  般  質  問 
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平成２５年第３回長与町議会定例会会期日程（案） 

 

 

◎ 会 期  ９月４日（水） ～ ９月２４日（火） ２１日間 

月 日 曜 時間 区分 備考 

９ 

４ 水  9：30 本会議 

議長報告、行政報告、報告事項 
一般質問（５名） 
    （午前）西田議員  ・吉岡議員 
    （午後）分部議員  ・山口憲議員 
        内村議員 

５ 木  9：30 本会議 

一般質問（５名） 
    （午前）佐藤議員  ・饗庭議員 
    （午後）川井議員  ・金子議員 
        安藤議員 

６ 金  9：30 本会議 

一般質問（４名） 
    （午前）西岡議員  ・安部議員 
    （午後）堤議員   ・河野議員 
（全員協議会） 

７ 土 － 休 会  

８ 日 － 休 会  

９ 月  9：30 本会議 議案審議（付託）      （全員協議会） 

10 火  9：30 委員会 付託案件審査 

11 水  9：30 委員会 付託案件審査 

12 木  9：30 委員会 付託案件審査 

13 金 － 休 会  

14 土 － 休 会  

15 日 － 休 会  

16 月 － 休 会 （敬老の日） 

17 火  9：30 委員会 付託案件審査 

18 水  9：30 委員会 付託案件審査 

19 木  9：30 委員会 付託案件審査 

20 金  9：30 委員会 付託案件審査 

21 土 － 休 会  

22 日 － 休 会  

23 月 － 休 会  

24 火 13：30 本会議 委員長報告、採決 
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◎ 一 般 質 問 

期日 質 問 者 及 び 質 問 項 目 ページ 

４ 
 

日 

西 田    敏   議 員 
① 長与町自治会加入促進について 

 

吉 岡  清 彦   議 員 
① 水道事業について 
② ごみ収集事業について 
③ 文化事業について 

 

分 部  和 弘   議 員 
① 図書館建設について 
② 水道事業について 
③ 橋梁の長寿命化対策状況について 

 

山 口  憲一郎   議 員 
① 町のスポーツ振興について 
② 町の交通政策について 

 

内 村  博 法   議 員 
① 道州制について 
② 東日本大震災における復興支援について 
③ 生活保護の生活扶助費引き下げの影響について 

 

５ 
 

日 

佐 藤    昇   議 員 
① 交通安全対策について 
② 長与町の財政計画について 

 

饗 庭  敦 子   議 員 
① 情報管理システムについて 
② 総合計画・実施計画について 

 

川 井  哲 雄   議 員 
① きれいな町づくりについて 
② 榎の鼻土地区画整理事業にともなう周辺環境の整備について 

 

金 子    恵   議 員 
① 住民のための安全安心について 
② 子育て支援からの病児・病後児保育の充実について 

 

安 藤  克 彦   議 員 
① 教育環境の整備（小・中学校における猛暑対策）について 
② 子育て支援について 

 

６ 
 

日 

西 岡  克 之   議 員 
① 本町における高田南土地区画整理事業について 
② 放課後児童クラブ分割について 

 

安 部    都   議 員 
① 生活保護費制度の改正に伴う影響について 
② 障がい者施策に関わる助成について 

 

堤    理 志   議 員 
① 道州制と長与町の将来について 
② 文化・スポーツ施設の運営のあり方について 

 

河 野  龍 二   議 員 
① 消費税増税の考え方について 
② 負担軽減を図る福祉事業の取り組みについて 
③ 公共下水道について 
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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから平成２５年第３回長与町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸報告を行います。 

 １の議長報告でありますが、お手元に配付したとおりでありますので、説

明を省略いたします。 

 次に、本日まで受理した請願はありません。陳情は３件で、お手元に配付

した請願陳情文書表のとおりであります。 

 なお、陳情につきましては、参考配付といたしております。 

 これで議長報告を終わります。 

 次に、２の行政報告の発言を許します。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 皆さん、おはようございます。平成２５年第３回長与町議会定例会をお願

いをいたしましたところ、議員各位には大変御多用の中に御出席いただき厚

くお礼を申し上げたいと思います。 

 本日から開会をしていただくわけでございますが、今議会にもおきまして

も、平成２４年度一般会計を初め各会計の歳入歳出決算の認定についてなど、

多くの議案をお願いをいたしております。長期間になろうかと存じますが、

どうぞ御審議のほどをよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、６月から８月にかけましての行政報告をさせていただきます。 

 お手元に資料を配付させておりますので、主要な部分だけ御報告をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、６月でございますが、２日に町民一斉清掃を実施いたしました。町

内全域でおよそ１万人の住民の皆様に御参加を賜りました。道路や公園、空

き地などの除草や側溝の清掃などでおよそ１２０トンの草木、瓦れき等を回

収をしております。 

 ３日には長与町の防災会議を開催をいたしました。各関係機関それぞれ団

体も含めまして御出席をいただきまして、今後の本町の防災計画について御

審議を賜り、また、ことしの防災対策についての協議をさせていただいたと

ころでございます。 

 １０日には町村会の全員協議会がございました。 

 １４日には部局次長・理事会議を開催しまして、使用料、手数料の見直し

等について協議を行っております。 

 １５日には長崎がんばらんば国体長与町実行委員会の第３回総会を開催し、

委員会の役員の変更、各基本計画、実施計画などの報告、また議案といたし

まして、２４年度事業及び決算報告、２５年度の事業計画、予算などについ

て御審議をいただき、決定をいただいているところでございます。議員各位

を初め多くの委員あるいは参与の皆様方にお願いをいたしておるわけでござ
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いますが、いよいよあと１年後となり、本町におきます競技も含めて成功で

きますよう、皆様方のさらなる御協力をお願いするものでございます。 

 ２０日には今年度第１回目のほっとミーティングをヨガグループの皆様と

実施し、町政についての意見交換会を行い、いたしました。 

 ２１日には町村会で県知事、県議会議長に対しまして要望・陳情を行った

ところでございます。各町から持ち寄りました案件につきまして町村会で精

査し、お願いをしたところでございます。これを受け、２６日には国の各省

庁、長崎県選出の国会議員の先生方に国政に対します要望・陳情を行ってお

ります。 

 ７月に入りまして、４日目には、２回目になりますが、ほっとミーティン

グを長与町いきいきサロンの中のみつば会サロンの皆様と実施をいたしまし

た。地域の課題などについて活発な意見が出る中、直接お話をすることがで

き、とても納得していただけたと思っております。 

 ５日には中村法道長崎県知事が「長崎っ子の心を見つめる」教育週間の一

環として長与中学校を訪問され、生徒と交流を深められました。 

 １５日には大村湾沿岸一斉清掃を実施をしていただきました。ことしは漁

船等１１隻と、９５名の方々の御協力を賜り、４,０８０キログラムのごみ

を回収をしています。 

 ２５日には長与町農業振興協議会を開催していただき、町の農業振興対策

について協議をいただいておるところでございます。 

 ２６日には長与町情報インフラ整備検討委員会を開催し、長与町情報化計

画案につきまして、全部課長へ説明をいたしております。 

 ８月に入りまして、２日には文化のインターハイであります全国高等学校

総合文化祭の文芸部門が県立大学シーボルト校で開催され、地元町長として

歓迎の挨拶をいたしました。 

 例年と同じく９日には原爆受難者の慰霊祭を皆前の墓地で実施をしており

ます。また、夜には長与町平和事業の一環として、平和のともしびというこ

とで、中尾城公園におきまして小学生による平和メッセージ、中学生による

平和宣言を力強く述べていただきました。また、各コミュニティー、各学校

等にお願いをいたしました灯籠の明かりとともに、平和への願いを発信をし

ていただいたところでございます。 

 また、１１日にはことしで第１４回目を迎えますが、 平和コンサートｉ

ｎながよを開催し、音楽を通して平和への願い、思いを新たにしたところで

ございます。 

 １２日には部局次長・理事会議を開催しまして、使用料、手数料の見直し

に関して各部局の進捗状況の確認を、また私のほうから今年度取り組むべき

事業の着手事業について確認、指示を行っております。この会議の中で、大

村湾沿いの国道２０７号の愛称をシーサイドストリートとして町内外へＰＲ

していくことも了解をいただいております。 

 そのほかお手元に配付のとおり、多くの会議、事業があっております。次

に載せております５,０００万円未満の入札結果とあわせまして御参照をい
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ただければと存じます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 以上で行政報告を終わります。 

 次に、３の報告、平成２４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率の報告についての発言を許します。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 報告事項につきましては、所管をしております総務部長に報告をさせます。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 おはようございます。それでは、町長にかわりまして御報告をさせていた

だきます。 

 報告、平成２４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につき

まして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２

条第１項の規定により、監査委員の意見を付して報告いたします。 

 １、健全化判断比率において、実質赤字比率と連結実質赤字比率では、比

率が算出されず、実質公債費比率は９.４％、将来負担比率が１０.０％とい

う結果でございました。いずれの比率も早期健全化基準及び財政再生基準を

下回っております。 

 また、２の資金不足比率では、水道事業会計、下水道事業会計及び長崎都

市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の３つの会計で、いずれの会計

も実質赤字に相当する資金不足額がなく、資金不足比率は算出されておりま

せん。 

 以上、報告終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 以上で報告事項を終わります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１５番、山口憲一

郎議員、１６番、堤 理志議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２１日間に

したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から９月２４日までの２１日間に決定しました。 

 日程第３、長与町議会改革等調査特別委員会中間報告の件を議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 岩永委員長。 

議会改革等 （岩永政則 議員） 
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調査特別委員長  皆さん、おはようございます。 

 ただいまより長与町議会改革等調査特別委員会を代表いたしまして、中間

報告をいたします。 

 本委員会は、去る平成２４年９月の第３回長与町議会定例会におきまして

議員定数についてに続き、平成２５年３月開会の第１回長与町議会定例会に

おきまして長与町議会議員政治倫理条例について、その調査研究の成果とし

ての中間報告をいたしましたが、今回は第３回目の報告となるわけでござい

ます。 

 この議会改革等調査特別委員会は、御承知のとおり、２年前の平成２３年

９月２２日の本会議におきまして、議員提案により長与町議会改革等調査特

別委員会設置についての決議が提案され、全会一致で可決され発足をし、今

日に至っているところでございます。これは全員で構成をいたしておるとこ

ろでございます。 

 この特別委員会の調査事項を議会基本条例について、議員定数について、

２つ目ですね、３つ目が会派制について、４つ目が議員政治倫理条例につい

て、５つ目がその他議会改革に関することについての５点とすることに決定

をされました。 

 この決定を受けまして、ただいま申し上げましたように、そのうち議員定

数について及び議員政治倫理条例につきましては、既に終了をいたしておる

ところでございます。今回は議会の根幹にかかわる議会基本条例について調

査研究を行ってきたところでございます。 

 近年、国民の行政に対するニーズも多様化していると言われ、特に地方議

会は町民にとって最も身近で、町民の幸せを実現する議決機関として大きな

役割を担ってるところでございます。日本の人口は今後さらに減少すること

が予測され、長崎県におきましても例外ではないという状況にございます。

幸い長与町におきましては、平成、失礼しました、昭和３０年代から右肩上

がりで急激な人口増加をもたらしてまいりましたが、ここ数年は横ばいの傾

向にございます。今日、高田南土地区画整理事業並びに中規模の団地開発が

現在進められておりますが、今後は予断を許さない状況にあると認識をすべ

きであるというふうに思います。 

 私はこのような状況を見るに当たって、議会においては常に町民の視点か

ら政策決定に心がけ、また議員としては日ごろからみずからの政策提言と、

そのための政策立案能力の向上に努め、町民の期待に応えていくことが求め

られている、このように考えております。したがいまして、このような視点

から議会基本条例の必要性が論じられてきたというふうに認識をいたしてる

ところでございます。 

 そこで、議会基本条例の調査研究は昨年の平成２４年７月１８日の第１１

回目の特別委員会から開始をしてまいりました。ところが議会基本条例の策

定については、議会としては初めてのことでありまして、時津町には既に基

本条例がございまして、ここを初めほか県内の研修を行いながら議員間にお

ける情報の共有化を図りつつ、策定に向けて調査研究に取り組んでまいりま
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した。条例策定の手段として７人から成る小委員会をお願いをしまして、資

料収集並びに素案づくりから取り組んできたところでございます。 

 その成果を踏まえつつ、特別委員会への、全体のですね、特別委員会への

素案の提案、あるいはその説明、あるいは協議を重ねながら、また再度、小

委員会へフィードバックをしたりしながら、また再検討を繰り返し行いなが

ら、議員間の意思疎通、合意形成を図りながら協議を重ねてきたところでご

ざいます。議員全員による特別委員会を１６回、小委員会を１３回開催して

まいりました。 

 その結果、平成２５年５月３０日の特別委員会をもって長与町議会基本条

例案の最終確認を終了することができました。この場をおかりし、委員長と

して特に小委員会のメンバー各位、並びに議員各位の前向きな調査研究、検

討協議に対しまして、深甚なる敬意と感謝を申し上げさせていただきます。

ありがとうございました。 

 また、議会基本条例案が委員を初め町民の方々を含めて各条項の趣旨が十

分理解されるよう、逐条解説につきましても作成をし、明らかにしてまいり

ました。さらには、この議会基本条例案策定に当たり、町民の皆様方の意見

を反映するため、パブリックコメントを行い貴重なコメントを賜りました。

特別委員会としましては、この貴重な意見を反映すべく慎重に検討を加え、

その結果を議会の考え方として公表し、これはホームページ並びに各施設で

の閲覧をしてきたところでございます。ここに町民の皆様方に改めて心から

感謝を申し上げます。 

 次には、会派制について調査研究を行ってまいりました。この会派制につ

きましては、去る平成２５年３月２８日並びに４月２３日の２回にわたり調

査研究を行いました。 

 各議員からの主な発言を数点、たくさんございましたが、数点列挙をいた

します。一つは、会派制は必要はないという意見。一つは、会派制は必要だ、

あってよいのではないかという意見。また、少数議員の中では意味がないの

ではない。あるいはもう１点は、長与町議会になじむのかどうか。その他で

すね、多くの意見が出されました。 

 これらの両方、議論の結果を踏まえて、私、委員長から今後それぞれの立

場で検討をしながら、必要があれば全員協議会あるいは議会運営委員会等で

十分検討することということで、問題提起をいたしましたところ、全員が異

議なしということになりまして、このように集約を図ってまいりました。し

たがいまして、今後ともこの会派制につきましては、検討課題としてしたと

ころでございます。 

 以上をもちまして、長与町議会基本条例並びに会派制につきましての調査

研究は終結をするということになるわけでございます。 

 長与町議会基本条例について及び会派制についての調査研究の結果につき

ましては、委員長名にて去る８月８日をもって議長宛てに報告を行っており

ますので、あわせて御報告をしておきたいと思います。 

 なお、長与町議会基本条例案につきましては、今議会に議案として上程さ
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れることになっておりますので、これを申し添えて長与町議会改革等調査特

別委員会の中間報告といたします。終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 これで長与町議会改革等調査特別委員会中間報告を終わります。 

 日程第４、これから一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 なお、質問並びに答弁は、会議規則第５４条第１項の規定を遵守し、簡明

にお願いします。 

 通告順１、西田 敏議員の①長与町自治会加入促進についての質問を許し

ます。 

 １７番、西田 敏議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 １７番。皆さん、おはようございます。第１回、第１番目ということで少

し緊張しておりますし、きのうはちょっと遠出をしたもんで疲れも残ってお

りますんで、調子が出るまで約１０分ぐらいかかるかなと思いますけれども、

よろしくお願いします。 

 今回、私は長与町自治会加入促進についての質問をいたします。 

 自治会加入率の低下に対し、２４年度自治会加入促進調査研究会を開催し、

今年度は加入促進月間の設定、加入チラシの新聞折り込み、また出会い、つ

ながり、支え合いを書いた横断幕、看板設置による啓発強化、また加入促進

ポスターやのぼり旗の作成など、諸施策を実施されております。協働のまち

づくりには自治会、コミュニティーは欠かせないものであり、今回町の本気

度がうかがえるものであります。そこで以下質問いたします。 

 （１）現時点で加入促進の成果はどれくらい上がっておりますか。（２）

加入しない理由をどのように把握されておりますか。（３）自治会役員の業

務がどれだけあるか把握をしておられますか。 

 以上、質問いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 西田議員の第１番目の質問でございます、お答えをさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 １点目の現時点で加入促進の成果はどのくらいあるのかという御質問でご

ざいますけども、自治会加入率が年々減少傾向にあり、その対策は急務であ

るということから、議員の御指摘のとおり、昨年度自治会や地区コミュニテ

ィー並びに町関係部局による自治会加入促進調査研究会を再開いたしまして、

加入チラシの新聞折り込み、横断幕・看板設置による啓発強化、それに宅建

業者並びに事業所への協力依頼、自治会役員を対象とした加入促進講演会の

開催、自治会用の加入促進ポスターやのぼり旗の作成、本人の同意に基づく

自治会への転入者情報の提供、加入促進マニュアルの整備などに取り組んで

きたことは今議員のおっしゃるとおりでございます。 



 

－ 12 － 

 現時点での成果はどうかということでございますが、各自治会におかれま

しては、加入促進に対しての取り組みに理解をいただいておりまして、加入

率向上のための一層の活動に努めていただいているところだと受けとめてお

ります。 

 また、町民の皆様に対しましては、この施策が一定程度浸透しているもの

と考えておりますけれども、引き続き自治会等と一体となって、自治会加入

促進の取り組みを強化して取り組んでまいりたいというふうに考えておると

こでございます。 

 ２点目の加入しない理由を、ついてでございますが、昨年実施した自治会

長へのアンケート調査結果によりますと、自治会に入らなくても特に困らな

いからだと思うというのが最も多く、次に自治会活動を煩わしく感じている

と思う、さらに自治会費の負担も嫌っていると思うという回答でございまし

て、町といたしましてもこれらの意見と同様であると受けとめているところ

でございます。 

 ３点目の御質問、自治会役員の業務がどれだけあるか把握しているかとい

うことでございますけれども、現在町では各自治会長へ広報・文書の配布、

各種調査及び収集、各種行事などへの協力など、及び住民に対する周知事項

の伝達、について委嘱をしているところでございますが、これらの業務のほ

かに資源ごみの回収や地域清掃等の環境美化に関すること、防災に関するこ

と、レクリエーション・スポーツに関すること、敬老会、子供会の開催、地

域での見守り活動など、幅広い活動に携わっておられるものと認識をしてお

るところであります。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 それでは、再質問いたします。 

 まず、自治会の加入、現時点での加入率をお聞かせ願います。平均で結構

です。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  お答えをいたします。平成２５年の４月１日現在で加入率７４.２％でご

ざいます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 この７４.２％という数字が果たしてどうなのかということなんですが、

町長は、これについては、７４％、大体どれぐらいが妥当かという考えはお

持ちですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 
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町  長 （吉田愼一君） 

 加入率が下がっておるということで、やはり７４.２％以上にと私は思っ

ております。自治会の皆さん方の活動というのが町の根幹になっておるとい

うふうに期待をしておるところでございます。そういう意味でこの数字につ

きましては、もっともっと上げていかなくちゃいけない数字だというように

思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 ちょっと重ねてお願い、お尋ねしますが、町長も、町長になられる前、退

職をされて、自治会の役員をされておったですね。町長のおられた自治会へ

の加入率はどれくらいでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 申しわけない、正確な数字は覚えておりませんけども、低いほうでござい

ました。といいますのは、池原地区におったんですけど、アパートがやっぱ

り多いんですよ。それで、そういうことも含めまして大変、だから苦慮して、

自治会長さんと一緒にですけど、回ったりとかによって、そういったことで

真剣に自治会加入の件につきまして討議をし、動いた、そういった経験ござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 次に、近隣市町村の加入率、ちょっと参考までにお聞きしたい。長崎市、

諫早市、時津町など調べてあればお答え願います。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  長崎市が、平成２５年４月１日でございます、加入率７２.６％です。そ

れから諫早市、同じく８３.６％。時津町が７８.６％でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 今聞いてあれなんですが、長与町がやっぱり一番低いわけですね、平均点

では。この加入促進の調査会及び研究会については、大体目標は、一度何か、

町長か誰かの発言で、１００％を目指すとかいう言葉を聞いたんですが、当

面の目標っていうのは、少なくともこの近隣と並ぶ、肩を並べるぐらいの目

標を持っていくべきではないかと思いますけれども、今はこれ参考として聞

いておきますけれども、加入率のこの低下の要因いうものが、先ほど町長の

回答の中に、自治会に入らなくても特に困らない、それから煩わしいと、そ
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して会費の負担が、これは結構負担になるということなんですけれども、会

費について、ちょっとあれなんですが、今会費大体どれぐらいか。私の自治

会は４００円ですかね、月４００円やっておりますが、大体、高いところ、

低いところ聞かせていただければと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  会費につきましては、各自治会２００円から６００円以上、一番高いとこ

ろが１,０００円いうところあるようでございますが、平均して４００円台

が１０自治会、５００円台が２３自治会、３００円台が７自治会ということ

で、大体そこら辺が主流かなと思っておりますね。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 この自治会に入らない理由っていうのが、今述べたような特に困らない、

煩わしいっていうことがありますけれども、これインターネット上ですね、

今検索をしていますと、大体同じ理由が多いわけですが、この自治会の、長

与町の自治会も一つあれでは、どっちかっていうと新しく長与町に入ってく

る人たちが、要するに入らないということで、必然的に加入率が低下しとる

というふうに今までの行政側の答弁では受けとめておるわけですが、脱退と

かそういうことで低下ということはないんですよね。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  脱退等についての低下はどうかということでございますけれども、昨年開

催いたしました調査会の中でも、大体役員を嫌って、自分が回ってくるとき

には退会をしたいとかっていう申し出があったり、あるいは高齢のために役

員ができないとか、そういう理由は聞きましたことがございます。ただ、そ

ういう中で、その調査会の中で、じゃあ自治会として今後どういう取り組み

をしていくのかいう中で、自治会独自でそういった若年者、あるいは高齢者

のそういった会費、それから役員に対しての優遇、優遇といいますか、そう

いったその辺の検討もしていこうということで、取り組んでいった経緯はご

ざいます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 今、自治会が、いかに町の行政にとっても、町にとっても重要な役割を示

しておるかいうことは、町長も行政の皆さん方もよくおわかりだと思ってお

ります。したがって、以前は自治会は、一般の、地元の、地域の人たち、任

意団体だいうことで、よく首長の回答の中でも、これはよその市の市長が、

支援はするが、率先してやれるものではない、今でも地域が自分たちで自主
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的にやっていくというのは当然でして、したところがかなりという事情もあ

ります。確かに自治会は任意団体で、そして加入についても強制力はないと

いうのが実情でございます。 

 それで最近の若い人たちが、新しい町に家を建てたり、結婚して入ってき

たときに、自治会の当然加入を持ちかけられるわけですが、そのときの考え

方ですね、まさに今課長のほうからの答弁があったように、町長からもあり

ましたけれども、かなりインターネットでも、かなりそういう影響を、私は

最近の若い人たち、受けとるんじゃないかと。基本的には戦後の教育を受け

た人たちですから、認識的な考え方とかですね。それからそういう団体に所

属するの嫌う傾向がございますね。こういう風潮がある。 

 しかしながら長与の例で、先ほども同僚議員ともちょっと話しましたけれ

ども、長与町に緑ヶ丘の団地ができましたけれども、それも最初は、自治会

は最初からあったわけじゃなくて、努力でできました。今一番活性化しとる

自治会区はどこかといったら緑ヶ丘の、あそこ若い人たちが住んでおりまし

て、そういうことで取り組み方によっては、自治会の活性化というのは可能

かと私は思っとるわけですが、１番ですが、もう一つ、この自治会がどれく

らい必要性を感じられとるかというもので、参考までに、これは一度議会の

ほうで定数削減のアンケートをとったときにも、あなたは行政に意見がある

ときにどこに言うか。やっぱり一番多かったのが、そのとき、自治会へって

いうのが一番多くて、これ３１１ですね。それから次が、わからない、これ

が２６５。３番目は役場に直接、これが２４６です。その次が４番で議員に

言うっちゅうのが、これがもう１か２の半分以下で１４５いうデータも出て

おりますけれども、実際は、そういう、最初は感じない、感じないというこ

とは、私の、自分自身の体験からいってもよくわかるわけですね。私も結婚

して長与のほう来ましたけれども、自治会の存在価値っていうのは、こうや

って退職して、するまでぐらいはほとんど感じません。それはもう自治会の、

例えば班長あたりは、実際私にも回ってきとるんですけれども、７５が全部

しとるし、それからその自治会の必要性、したがって、昼間会社にずっと出

てあれすれば、確かに必要性はありませんですが、ある年ぐらいになってき

ますと、だんだんわかって、自治会がなければどうかという、考えるわけで

すけれども。 

 もう一つやっぱり、今これもネットで書いてあるの読んでも、若い、そし

て働く世代の人には、認識不足と、それから知識不足、それから実感不足と、

そういうことが聞かれてる。要するにその実感不足っていうのは、メリット

感ですね、メリットが、何のメリットがあるのということを実感することが

ないんじゃないか。 

 それでこの間の自治会の加入促進調査研究会ですか、その中でもある自治

会長さんが述べておられましたけれども、やっぱりアパートあたりに行って、

実際に面と向かって話をすれば理解していただくということも述べられてお

りますし、最近、ホームページも、長与の、長与町のホームページを見ます

と、自治会についてのことも書いてあります。ちょっと私、今回この質問を
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してから、長与町のホームページをじっくり見て、自治会についてっていう

のが載っとったのを、今回もそのチラシの中にもあったもんですから、それ

からいただいたんでしょう。これはいつごろ掲載されたんですかね、自治会

についての加入促進の記事は。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  まず、ホームページに掲載をいたしましたのは、自治会の紹介を平成１９

年、平成１９年の３月に掲載を開始をいたしました。それから、平成２０年

になりまして、自治会加入の御案内、それから、自治会に対するＱ＆Ａを追

加をしております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 その長与町のホームページをもうじっくり、この自治会とはとＱ＆Ａをじ

っくり読ませていただきまして、大変よくできとるなと。それまで長与町よ

りもほかの市町村のホームページをずっと見とった、自治会の地域での考え

方、説得の仕方ですね、加入しましょうということで。よくどこでもよく考

えられてきとるんですが、長与町の中で、私が特にこの自治会とは町民が主

役となる地域づくりの中で、自治会の運営というのが、私のあれでは３ペー

ジ目なんですけれども、民主的な運営と、自治会の運営は住民の必要に応じ

て親睦、相互扶助、共通課題の共同解決を目指し、民主的に進めなければな

りませんという項目があって、民主的な運営とはと、住民にわかりやすい会

則、それから合議制で会議を進める、住民の意見発表ができる組織づくりと、

役割分担ができる組織づくり、そして５番目に明朗な会計、決算の報告など、

透明性のある運営という項目がこの長与町のに出ている。 

 ネットで、先ほど若者が、若い人たちちゅうか、入らない人たちが特に現

在集まらないということでありました、ネットの中で絶対に入るべきではな

いというような書き込みがあるわけです。その中で言われとるのが、先ほど

言った会計が非常に、自分、その人はこの書いとる中では、きのうも、問い

合わせは、自分は新しい町に引っ越したけれども、自治会に入ろうか入るま

いか考えとる、必要、いや、入ることは必要でしょうかという問い合わせが

ありました。大半は必要ですよ、やっぱり自治会というのは自分のいろいろ

助けられるために、地域の人々の懇親にも大切だ、必要だと思う人が大半な

んですが、要らないと思う人たちですね、ポイントは、その町内会費を年度

末にある総会、ただの飲み会に出席するっていうのは、回覧板を回したりそ

ういうことはちゃんと班長さんがした。しかし総会に出席されている、そう

いう人は、主に動いているのは子供会と老人会だけなので、自治会自体が要

らないと思うとか、そういうこと書いとる人もおります。 

 ただし、一番ひどかったのは、自治会なんかには絶対に加入しないほうが

いい、書いとる人もおるわけ。こういう人の中で、一番自分が何でいうたら
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ですね、その極端な言い方ですよね、これは、自治会を、自治会に入ってし

まったら最後、自治会に加入した住民はスズメの涙のような微々たる補助金

のほかに奴隷扱いされるとか、それから会計がもう非常に適当だ。特に金銭

面の管理ですね、これは最悪の場合は、自分はこれまで１０回以上、各地を

引っ越しをしてきたからわかるけど、もうどこでも聞かされるのは、金銭的

なトラブルいうようなことが書いてあるわけです。 

 私の所属、私も最初は社宅におりまして、社宅に新婚で入って、その社宅

はアパートに誰で入ってくる形になってますね。 

 あともう一つ、若い人が入り、それから説得に行き、最近のマンションは、

何というんですか、オートロックといいますかね、これも何か非常に障害に

なってるみたいですけども、それはそれとして、会計ということで、非常に

やっぱりこの入らないほうがいいという人たちは、ほとんどやっぱりお金の

問題、それから自分たちの会費が年間に平均で４００円と、先ほどの回答で

４００円ぐらいでしますと、年間に約５,０００円弱になりますよね。その

金が使途不明だというようなことを、これ一つは入らない理由だと思います

けどね。 

 そこでちょっとその会計についてちょっといろいろお聞きしたいと思いま

すが、今行政からの自治会への助成金、これのちょっと計算式を説明をして

いただきたい。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  町から自治会、各自治会に対する補助金でございますけれども、まず均等

割が５万円、それから世帯割が、自治会加入世帯掛ける１,５００円でござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 ということは、これ毎年ですか、その毎年、助成金が来るわけですけれど

も、これ毎年自治会長からその加入世帯の報告はあるわけですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  毎年実績報告をいただいております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 それでは、会計簿の基準っていうのはちょっとお聞きしたいわけですが、

実は私は自分の自治会の会計監査をしておりますけれども、うちの、自分の

ところのことを言うのはなんですが、非常にすばらしい会計をやってる人で、

私もその会計の方の人柄っていうか、きちょうめんさっていうか、もう非の
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打ちどころがないわけですけども、その中で、逆にこれが本当に、本当にっ

ていうんか、これは会計簿っていうのは各自治会で独自につくられとると思

うんですが、その辺はやっぱり統一したものがあるのかどうか、まずそれを。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  会計簿の統一したものはあるかということでございますけれども、統一し

たものはございません。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 町はこの助成金を、先ほど自治会の会員数に合わせて支給しとる、支給と

いうことですが、これらについての報告、使い道等については行政はどのよ

うにチェックをされておるのか。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  実績報告の中には会費、あるいは町からの補助金、それからその他諸収入

等ございます。それから、支出については、いろんな会費、会議費、あるい

は役員報酬、あるいは募金、そういったもの、光熱費とかあるいはごみにか

かる衛生費とか、そういう項目が当然ございますので、それで歳入歳出での

チェックをさせていただいております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 いや、今の課長の答弁で歳入歳出のチェックをしとるということは、全体

の会計簿を見られとるちゅうことですか、各自治会のぶんですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  実績報告については各自治会、基本的には総会資料の決算報告をつけてい

ただきますので、全体的に見せていただけております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 わかりました。ただ、先ほどちょっと言いましたけれども、本当かうそか

わかりませんけれども、町内の、私も議員もしてもう１０数年になりますけ

ど、よく時々耳に入るのが、やっぱりある自治会で会計簿がよくわからない

とか、それから、着服した、ということもいっぱいあるわけです。 

 こういうのは本当かうそかわかりませんけれども、一般の人から見れば、

行政、自治会に対する不信感にもつながる。間違いない会計してくださると、
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そういうこと、間違いはないと思いますけどね、どこでも会計監査はおりま

すし、それから、どこの会計簿でも町民が、その自治会の人が会計簿を見せ

ろと言われたら拒否することはできないと思っておりますので、そういうと

ころは問題ない、思います。しかし、そういうこともひとつ自治会の活性化

の障害にはなるということをやっぱり考えておくべきじゃないかと思ってま

す。 

 あとですね、この会計簿の中でいろいろ見ますと、会費と、主に会費と、

それから町からの助成金ですが、あと今貴重な財源になっとるのが、何だっ

け、資源ごみの回収金ですかね、その前に出費のほうで、いろいろちょっと

私なんか難しいなっていうのは、これはもうちょっと行政に聞かんばいかん

ですが、例えば私の自治会では消防団への後援会費というのを出しとられる。

これはかなりの額で後援会費２０、１０、１０何万ですかね、出されてるわ

けですが、こういうのは各自治会でも大体同じものなんですか、いうことを

ちょっと確認をさせてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 わからないならわからないでいいんですが、お答えください。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

 会議を再開します。 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 この消防団の後援会費につきましては、各分団で提出いただいているとい

うのは全てやってる状況でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 あとその資源回収の分配金っていうのは、これは収入では、先ほど大きな

ウエートを占める、私どもの自治会では年間に３０万から４０万ぐらい配付

したりしとるわけですけれども、これも配分、町からが配分される配分の根

拠、大体どういう計算のもとに各自治会に配分されてるっていう、そして、

結構です、そこだけで結構です。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  根拠についてっていうことでお答えをさせていただきます。 

 資源売却額というのが年額定まるわけでございますけれども、毎月ですね、

分配金については計算をするという形にいたしております。毎月分の売却額

が確定した時点で、町の全体人口で案分をいたします。それで自治会の人口

割で支出をすると。それに均等割が５、足した分を配分するということにな
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りますが、当初の売却額からは、シルバー人材センター、土曜日曜に容器の

収集等を行っておりますので、その分の経費だけは差し引いた形でさせてい

ただいてます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 今の回答からしますと、最終的には自治会の会員に応じて配分はすると。

しかしいつでしたか、同僚議員の答弁の中で、３割ぐらいしか実行、回収を

ね、しとらんという自治体もあるそうで、そういう面から見ますと、これは

みんな今でも自治会の実績じゃなくて、頭数で配分される、これはいろいろ、

いろいろ難しいところもあるかと思いますが、その辺は均等に全部自治会費

で返しているというところでは、そうせざるを得ないのかどうなのかお伺い

します。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  大変、その分については環境対策課としてもやはり検討すべき事項かなと

考えております。現状では毎月第２、第３、第４日曜日ということで、収集

をしておるわけでございますけれども、それの一回一回の収集箇所数は約３

０カ所ございます。そこを収集して回る、その分の車両の台数も、その月に

よって変わることもあろうかと思いますが、約７台の車で回収を行い、大体

ですね、５時近くまでかかっているのが通常です。そういう中で、確かに今

おっしゃられますように、頑張ってる自治会も、また一つの励みになるじゃ

ないかという考え方から、大変いい考え方だと思っておりますが、その業務

に計量作業っていうのを加えるということになると、やはり技術的にちょっ

と無理になる、それから経費が多分に発生をするっていうことになりますの

で、今の状況では人口割で助成をさせていただくことがある意味合理的では

ないかというふうに考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 わかりました。ただ、この資源物の拠点回収、よく議会で撤廃したらどう

か、やめたらどうかとよく出ておりまして、賛成だちゅう声が全然聞こえん

もんですから、町民の方とか、あるいは自治会の方、自治会長さんから、議

会はその拠点回収に反対するとかとよく言われるわけです。とんでもないと、

私、説明するわけですけども、それとあと自治会の活性化という意味では、

これ以前も前の町長がよく言われましたけども、自治会長会で問い合わせた、

これを続けますか、どうしますかということで聞いたところが、４９自治会

の会長の中でこのまま続けたいと４６自治会ですかね、反対が３自治会あっ

たということで聞いておりますけれども、私はそのときの自治会長会の答え

が、活性化しか、それ自治会の活性化につながる、そしてその町民たちが、
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住民の、自治会員の人たちがみんな持ってきますよね、持ってきた人たちも

今役員が誰かとか、地域の住民の人からの御苦労さんといって、非常に私は

ほほ笑ましいことだと思うんですね。 

 意見の中で、遠い人とか高齢者、それからその時間にどうしても出せない

人がよく問題になってますけれども、それについても、今はほとんど、私の

自治会のことを言ってはなんですが、早くからそれを持ち寄って、まずそう

いうことをする前に、地域が本当に自分の班が仲がよかれば、あるいはその

方が高齢で持っていく、行きづらいと思うのは、ないほとんどが声をかけと

るわけですね。私が行ったときには、もう誰々さん、同じ班の誰々さんが一

緒に持っていきますよと、声をかけとるわけ。そしてそのうちにトラック、

小型のトラックですか、もうあとは連絡さえすれば、家の前のほうでとって

もらえるいう話をして、いうことで、私も旅行とかいろいろあることがあっ

て、出せないときは、その電話で自治会長に言っとけば、もう前の日からど

こどこに置いとって下さい。全然心配をしたことないわけです。 

 そして町も、昨年度からですかね、今年度から助成をしてますよね、この

車とかですね。私はこの議事録に残るように、あえて私は議員の立場で言い

ます、この拠点回収はぜひとも続けていただきたいと思っております。これ

も活性化もあります。確かにあれです、月に一遍ですからね、月に一遍して、

もう私あたり、もう月に一遍ならほとんど持っていくものない、新聞は新聞

屋さんに持って行く、段ボール等は今まで、段ボールとかっていうのは子供

会、子供会が最近は活動が年に一遍ぐらい、仕方なく持っていきますけども、

それでも２カ月に一遍ぐらいしか持っていかんわけですね。紙が多いわけで

すから、私はこれが住民の負担というのがどうも理解できんわけでね、そう

いう面ではまた再度自治会長会あたりで、町長もどうすべきかというのを一

回諮ってみたらいかが思っておりますが、いかがですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今議員さんおっしゃったいろいろについて、一番の御意見っていうのは、

ポイントとしましては、マンションとかアパートというのがふえてきまして、

どうしてもそこでのコミュニケーションというのが少なくなってるというこ

とでして、私も何度か参りますけども、やっぱり拠点回収によって、そこに

行きますとやっぱり話ができるということがございまして、私はやっぱりこ

ういった形のコミュニケーションが続いてくことが非常に自治会としては大

事なことじゃないだろうかというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 やっぱり消防団の、先ほどはちょっと消防団の話しました。 

 あとですね、これは去年の自治会長さんから言われたんですが、自治会の

拠点、私たちが防災センターを使ってますが、そこにピンクの電話が置いて
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あるわけです。そのピンクの電話について、これが、今はほとんど携帯電話

を持っている関係もあって、１年間の収入が８００円ですとかね、５４０円

です。それに対して固定費として、ＮＴＴという、あそこに払うのが５万円

ですね、これはもう自治会の費用から見れば非常に大きい出費なんですが、

これが自治会長会でもこれはかなり言っとるそうですが、撤去できないとい

うこと、話しました。その辺について説明を。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 私のほうから自主防災組織の会議の中で出てきた話題、記憶が少し乏しい

んですけど、お答えさせていただきます。 

 総務課で所管する自主防災センター、１２カ所ほどあります。その中に約

７カ所がピンクの公衆電話があるというふうな状況でございました。それは

全て自主防災組織、または自治会のほうで設置されたピンク電話だと。それ

について、今おっしゃったような事情があって、携帯電話が普及して電話代

が賄い切れないという状況があるということで、町のほうで何とか検討でき

ないかという御意見をいただいて検討させていただいたんですが、ピンク電

話自体は通信制限を受ける電話です、災害が発生したときに優先的な通信が

できる電話ではないというＮＴＴさんの回答がありました結果、町のほうで

その通信料、通話料を助成することは難しいというお答えをしたんですけど

も、そのときに、でしたら、そのままつけとくか、この際外してしまうかは

それぞれの組織の判断ですよっていうことで御理解をいただいたというふう

に思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 わかりました。そしたらこれは自治会の判断で外すと、要するに外すちゅ

うこと、ＮＴＴに断りを入れると。これも可能であるいうことですね。 

 次は、あとはもう一つ、これもちょっと意見でいいと言われたんですが、

最近ですね、役場からの連絡が口頭で来ることが多い、会議の通知等。また

文書での通知は書類も遅いし、その遅いちゅうことは、要するに１人に集中

をし、連絡をせんばいかんというふうなことで、調整をする機関がないとい

うこと言われてます。それから、助成金等の入金が遅いという意見も出てお

りますが、それについてはいかがですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  地域政策課のほうで自治会回覧、あるいは文書の配布をいたす場合には、

期限を設けまして事前の決裁の済んだものの配布っていうことで、以前と比

べましても十分に期間があるような、余裕を持ってやっておるつもりでござ

います。 
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 ただ、直接自治会長さんに会議等の御案内なんかの文書については、各そ

の所管する課のほうで配布をする、送付をされると思いますけども、十分に

その期間等については、配慮して御迷惑をおかけしないような、対応はいた

しておるつもりでございますが、その辺ももう一回確認をしまして、そうい

うふうな時間的なロスがないように気をつけてまいりたいと思います。以上

でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西田議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 いろいろ言ってまいりましたけれども、今の自治会組織、それから自治会

の活動っていうのは、かつての自治会とかなり大きく変わってきたと思って

おります。以前はその広報とか、いろんなものが、それからごみ袋、それか

ら回覧板の伝達といった、この、本当は、この広報とか、回覧板というのは

手渡しが本当は基本なんですね、手渡しでこうやっていくことによって交流

は生まれるし、そういうことがもう主体でやってたんですが、最近の自治会

のいろいろな活動内容というのは、もう多岐多様にわたってますですんで、

そういうことからも今の町長は、町長はこの自治会の加入促進、一生懸命や

っていかれるということでございます。 

 あと非常に以前は不満だったのが、個人情報保護条例等ができた後に、そ

して自治会に、新たに長与にやってきた人たちは入りたい、入りたいってい

うか、そこで一番、窓口である役場が、入るのは本人の自由、自由っていう

ふうな、自由なんですけど、そういうことを言われて、あと自治会長たちか

らは、入ってきた人たちの情報をね、知りたいっていうことも個人情報保護

条例の関係で教えられない、そういうことで非常に自治会長の皆さん不便だ

と聞いておりますけれども、今後はいろんな面でこの加入促進調査研究会の

資料にも載っておりますけども、窓口で加入を進めるいうことも今後やって

いくというふうなこと書いてありますけども、結果的にはこの自治会の活性

化、すなわち長与町の活性化でもありますし、いろんな面で、中を見ますと、

今やってるのを見れば、高齢化の問題、それからきれいなまちづくり、それ

から防犯では、ボランティア活動、見守り、いろんな面でもう、以前とは桁

外れに業務量もふえとるはずです。役員さんにはもう大きく負荷がかかっと

るわけですが、今の役員の方たちは歯を食いしばりながら、目標はあくまで

も住みよい町をつくっていこうということで一生懸命取り組みをされていま

す。 

 そういうことに対して、もう一番大事なのは、私は町長を含め行政の皆さ

ん方も感謝の気持ちをいつもあらわしておくと。やはりボランティアの人た

ちでも、よく私は、自分はとてもできないなと思っとるのが、朝の小学校の

登下校のボランティアの皆さん方ですね、夏は気持ちはいいでしょうけども、

真冬のもう氷点下になろうかというときから、暗いときからして、そして帰

りを待つと、この忍耐力ちゅうか、は、もう私にはとてもまねはできない、

思っておりますけれども、こういう人たちの一番の喜びは、やっぱり子供た
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ちの挨拶、おはようございますという挨拶をして、そしてその後に感謝会が

あるんですかね、教頭先生もいらっしゃるので、そういうときに疲れが吹き

飛ぶと皆さんおっしゃってます。ですから、その役員、よく自治会等、非難

する人たちの中に、好きなもんがやりよるとやけんよかさ、暇なじいさん、

ばあさんたちがやりよるとじゃけんよかさ。そういうふうな目で見られるっ

ていうの、大変失礼なことです。しかしながらその人たちが一番求めている

のは、私は住民の感謝の気持ちだと思っておりますので、どうか行政側にお

きましても、そういう自治会の活性化は非常に大切なことではないか、今後

とも自治体と自治会が一体となるようなことをやっていただきたいと思いま

す。 

 以上で質問を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１１時まで休憩します。 

（休憩１０時４５分～１１時００分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順２、吉岡清彦議員の①水道事業について、②ごみ収集事業について、

③文化事業についての質問を同時に許します。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 皆さん、おはようございます。私は３点について質問いたします。 

 まずその前に、我々長与町においては恵みの雨っていいますか、助かった

雨じゃないかと思っておりますけれども、他県においては水、風、自然災害

が発生して、いろんな形での被害が出ておりますけども、まずもってお見舞

いを申し上げたいと思っております。なお、また早い復旧、復興ができるこ

とを願っております。 

 では、まず水道事業についてから行っていきたいと思っております。 

 御存じのように、わかりやすく言えば、諫早の本明川ですかね、本明川ダ

ムによる取水、我々長崎、諫早、長与、時津が水をいただくということで、

長崎県南部広域水道事業団っていうのがあったわけですけども、それが解散

するっていうことになりまして、今後長与町に求めていた水がなくなる予定

でございますので、今後の本町における水の確保が万全なのか、あるいはど

ういう形でやっていくのか、またその費用は幾らなのか、解散による問題が

どうなのか、そういう問題が出てくると思っております。それについて質問

をやっていきたいと思っております。 

 ２番目、ごみ収集事業、私も１０年来、同じことの繰り返しをやってるわ

けですけども、いい面もあれば悪い面も全ての制度にはあるわけです。そう

いう中で１０年来私が言ってきてるのが、この２つのやり方で、尾を引けば、

身近なごみステーション、あるいは遠いところの１カ月ですね、ためて、重

たい、かさばるものを持っていくステーション事業、これがいいのか。いつ

までもこういうことでは大変じゃないか、住民を苦労しておるんじゃないか
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っていうことを言ってきとるわけですけれども、今後も検討していく必要が

あるんじゃないかっていうことを質問をしていきたいと思っております。 

 ３番目です、文化事業、本町における文化事業は大切なものでございます。

体育、文化ですね、そういう中で、特に長与の場合には郷土芸能というすば

らしい、９か１０ぐらいの郷土芸能が地元、昔から続いてるわけですけれど

も、そういうものがあるわけです。それについて維持保持、そういうものが

大変な負担なってるんじゃないかという気もしております。どういう形でこ

れから町がそういうものに対する維持を促進し、協力していくのか、そのこ

とについて、また１１月には町民文化祭もあるみたいですけども、そういう

ものを絡めながら質問をしていきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 吉岡議員の御質問でございますけれども、本当改めながら、ことしは、本

当に長与町にとっては恵みの雨ということでございますけれども、被災をさ

れたところにつきましては、本当にお見舞いを申し上げたいというふうに思

っております。 

 まず、御質問にお答えするわけでありますけども、３点目の御質問につき

ましては、所管をいたしております教育委員会のほうから回答をいたします。

私のほうからは、したがいまして、１点目及び２点目の御質問について回答

をさせていただきたいと存じます。 

 まず１点目の今後の水道水の確保は万全か。その対策はどうかとの質問で

ございます。 

 水道の使命が清浄にして豊富、低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生上

の向上と生活環境の改善に寄与するものであることから、水源の確保を最重

要課題と捉えておるところでございます。 

 町内河川におきましては、現在水利権の増量確保に向けて、長与川の流量

等を測定するための流況調査の準備を進めておるところでございます。 

 また、本町の水源確保の具体的方策といたしましては、町内唯一の独自水

源でありますところの地下水の開発を考えております。本町の１日当たりの

配水量は、およそ１万トンで、水源内容、内訳につきましては、河川水から

６,９００トン、地下水から３,１００トンを取得しているわけでございます。 

 現状では支障なく供給できる状況にございます。がしかし、１０年、２０

年先も安定した給水を行うために、現在町内数カ所において新たな地下水脈

の電気探査調査を行っております。将来的にも安定した給水を行うために、

今後も地下水源の開発は進めていく考えでおるところでございます。 

 続きまして、２番目のごみ収集事業の検討についてお答えをさせていただ

きます。 

 まず、拠点回収についてですが、今までも御質問に対しまして、地球温暖

化対策を初め資源の有効利用、ごみの軽量化及びリサイクル意識の向上を図
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る観点、また急速な少子高齢化が進展する中で、この取り組みを通じた地域

のコミュニティーの強化や地域活動の活性化の観点から当面の間、継続する

旨の御答弁を今まで申し上げてきたところでございます。 

 また、御存じのように、平成２２年１２月に開催されました長与町保健環

境連合会臨時総会におきましても、資源化物の拠点回収をステーション回収

に戻すことにつきまして協議が行われ、多数の賛成により拠点回収継続の決

定がなされたわけでございます。 

 この決定につきましても、町といたしましても一定重く受けとめていると

ころでございます。 

 議員さんも当初から御尽力を賜っているわけですが、モデル地区での取り

組み開始から１０年を経過し、保健環境連合会と一体となりこれまでもさま

ざまな改善を行いながら実施をしてきたところでございます。 

 その改善も今度、年度も新たに各自治会の拠点及び町内小・中学校で回収

されました牛乳パックを再生利用し、長与町オリジナルトイレットペーパー

の作製を行い、町内公共施設、小・中学校で使用する取り組みを開始し、よ

り一層のごみの減量化、リサイクル意識の向上に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 加えて、常設拠点を追加し、長与南交流センターに設置いたします。来年

度以降も保健環境連合会と協議を重ね、増設の検討を行い、より取り組みや

すい資源化物の拠点回収の実施に向け努力をし、そして皆さん方の負担をで

きるだけ軽減してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 次に、ステーションでのごみ収集につきましては、さきの６月議会でも触

れておりますが、組合と長与・時津両町により定期的に協議を重ねた結果、

熱回収施設の稼働にあわせて分別収集品目の統一を行うことを確認し、準備

を進めているところでございます。 

 現在両町の分別収集において異なる部分といたしましては、容器包装以外

のプラスチックがございます。 

 長崎市への可燃ごみ処理委託協議の中で、プラスチック類は焼却対象物で

はないとのことから、長与町ではその他プラスチックとして別に収集日を設

けての分別収集を行い、一方、時津町では不燃ごみとして分別収集を行って

いるところでございます。 

 加えて、革やゴム製品等の可燃性ごみがございますが、これは両町ともに

不燃ごみとして分別収集を行っているところですが、これらの分別収集方法

を統一し、可燃ごみとして分別収集を行うよう、進めております。 

 それを受け、本町ではその他プラスチックの収集日を活用することで、ペ

ットボトル及び不燃ごみの収集日数を月１回から月２回にふやす方向で検討

をいたしておりますので、決まり次第、広報紙等で周知を図ってまいりたい

と考えておるところでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 
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 ３点目の文化事業について回答いたします。 

 郷土芸能は、その地域の長い歴史の中でそこに暮らした人々の息吹を伝え

るとともに、郷土に対する誇りと愛着をもたらしてくれるものだと思います。 

 議員御指摘のとおり、都市化や核家族化などの進展に伴い、郷土意識の希

薄化が叫ばれる今日、伝統文化、特に地域に根差した郷土芸能の価値やその

果たす役割は大きいと考えております。 

 本町における郷土芸能の保存伝承につきましては、現在９つの保存会によ

り、それぞれの活動を継続していただいているところでございます。 

 この保存活動への支援としましては、活動や発表の場づくり、後継者育成、

それらを支える財政面から考えていく必要があると思います。 

 財政的には毎年、各保存会の活動補助として１０万円ずつを交付いたして

おります。また、宝くじの収益による一般コミュニティ助成事業を活用し、

直近では平成２１年度に岡浮立保存会へ、平成２３年度には琴の尾太鼓保存

会へ助成をさせていただきました。 

 活動面の支援につきましては、前回の郷土芸能大会後に開催された保存会

会長会議において、より効果的な芸能、郷土芸能披露の方法として毎年文化

祭などの催しの折に、２つの団体ずつが出演していただいていた従来のあり

方を見直し、町の主な記念行事にあわせて一堂に出演するという申し合わせ

がなされました。それによりましてことし１１月に郷土芸能大会を計画させ

ていただいたところでございます。 

 また、後継者不足ということもお聞きしていますが、子供たちに対して学

社融合事業などによる郷土芸能の指導や、公民館まつりなどにおける郷土芸

能の披露の場の提供など、少しずつではございますが、進めているところで

ございます。 

 いずれにしましても、保存会の皆様を初め多くの方々の御協力をお願いし

ながら、今後とも郷土芸能保存に向けて努力してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 では、再質問をやっていきたいと思います。 

 水道事業ですけども、当初言いましたように、説明、我々の説明等々、あ

るいは新聞等々でこの事業団が解散することによって、日に２,３００トン

ですかね、の不足する、またそれを要望しておったわけですけれども、それ

はまたちょっと後にして、今回たまたま雨が降ったですよね、恵みと雨とい

いますか、あれがこの降らずにおったならば、いつぐらいまでもてたのか、

いつぐらいにそういう渇水対策というか、緊急対策というか、あるいは節水

の願いとかどれぐらいあともてたような状況やったわけですか、ちょっとそ

こんとこお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道局長。 
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水道局長 （馬木信一君） 

 お答えをいたします。雨が降る前の状況でございますけど。長与ダムが９

７メーターほどまで降下をいたしております。これは標高で９７メーター、

満水より約２メーター、３メーターぐらいでしょうかね、減少をいたしてお

りました。その時点でまず最初に、公共施設での渇水対策を取り組もうとい

うことで、公共施設についての渇水のお知らせと、節水のお知らせというこ

とで取り組んでまいりました。具体的に渇水対策本部につきましては、長与

ダムが９２メーター、いや、失礼しました、９５メーターほど下がったとこ

ろで、実際は、そのときの雨の降り方などを考慮いたしまして、渇水対策本

部を設置する予定でございました。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 その９５メーター、それがどれぐらいの日数で大体、あと１カ月ね、質問

出したのが８月の９日ですかね、その後降ったわけですけれども、あと１カ

月間やったら大丈夫やったとか、あるいは１１月ぐらいまでやったら大丈夫

やったとか、ちょっとそういう推測っていうか、計算っていうか、担当部局

としてはどういう感じを思ってたんですかね、ちょっとそこのところ再度お

願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道局長。 

水道局長 （馬木信一君） 

 予測といたしましては、ダムの降下をずっと毎日測定をいたしておりまし

て、その中で予測といたしましては、１１月ごろに渇水対策本部設置の水位

まで下がるのかなと。ただ、１１月になりますと秋雨前線が降り、降雨の状

況もありますので、そのあたりを見まして渇水対策本部を実際つくるのかど

うかは判断をいたしたいというふうには考えておりました。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 そういう中で現在の人口ですね、給水人口、長崎のほうもありますので、

長与の水道事業ですね、における、そういう予定人口としては何人までを今

の予定を考えておったわけですかね。わかりますかね。今の給水事業として。

ちょっとよろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 長与町の水道の全、ボーリング水とかそういうのをあけましたところで、

大体長与町の人口で大体５万４,９００人ぐらいまでの対応ができると、計

算上しております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 
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 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 長与の人口ちゅうことは、長崎からいただいてる水の含めてですかね。そ

れと私が一応心配して聞いたのは、そちらはそれで、向こうのほうでいただ

くわけですから、長与の水道の、水道事業としての人口を、自前でやる人口、

どれぐらい、５万４,０００でいいのか、それ以下なのか、ちょっとそこん

ところを再度お聞きします。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 先ほど申し述べた数字なんですけど、それは長崎市の水道も含めたところ

での人口の数を申し上げましたところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 長与町の人口で申しますと約５万１,３００人の給水の確保ができるとい

うことになります。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 では、その差額が、大体長崎及び、また人口としてるなんかもありますの

で、その差額がそういう差額になるんじゃないかという、そういう計算でい

いんじゃないかと思っておりますけどね。 

 それで先ほどから出てる、本明川から水をいただくということで、その長

崎県広域水道事業団が結成されて、着々としてたわけですけれども、突然解

散ってことになって、戸惑いが各市町村、村長か市長ですね、構成団体も出

てると思うわけですけれども、説明及び新聞等による２,３００、日に立方

メーターが不足するということで、我々のほうも、長与町のほうもその事業

団に加入して、対策をしてきとるわけですけれども、その２,３００立方メ

ーター、日に、これがどれだけの人たちの人口っていいますか、口に必要な

のか、１,０００人なのか、３,０００人なのか、５００人なのか、ちょっと

そこんところを説明をいただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 ２,３００立方メートルの、での人口ですけど、約６,３７１名の方の給水

を確保、が確保できるということであります。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 約６,３００人の人たちの水が不足するっていうか、そういう計算で町の
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ほうも加入して対策を真剣に考えてきたわけです。６,３００人っていえば

ニュータウンで３,０００人ぐらい、ニュータウンの２つの団地ぐらいが、

人口が水をそれで賄う、そういう計算になるんじゃないかと思っております。 

 そこで今は間に合ってるっていう町長の答弁もありましたし、また担当の

ほうもそういうことでございますけれども、ではその２,３００立方メータ

ーを今後どうやって確保するための、先ほどちょっと出てまいりましたけど

も、より詳しくどういう形でそれに対処していくのか、あるいは事業を行う

ためにはまた費用もかかるでしょう、どれぐらいのそれをするためには費用

がかかるのか質問をしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 長崎県南部広域水道事業団よりの２,３００立方メートルの供給でありま

した水道につきまして、現在町内河川で必要、必要水量が確保できないか検

討を行っているところでございます。 

 また、水利権の増量確保に向け、水量等の測定を行うための流量調査の準

備を進めているところでございます。 

 また、地下水源につきましても、現在町内４カ所において水脈の調査を行

っており、今後も地下の、地下水源の開発を続けてまいりたいと考えており

ます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 そういうのに、やっていくのに、費用として無料じゃないと思いますので、

概算でもいいですけれども、どれぐらいの今後費用がかかるのか、もし出し

とればお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 水利取得のためのコンサル委託費、それに流量調査費、中長期計画策定委

託費、それに地下水源開発費などが上げられます。費用といたしましては、

約４,６００万円ほどかかると思われております。 

 また、地下水の水源開発につきましては、約２,０００万円ほどかかる予

定でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 先ほどその対策として水利権の確保っていいますかね、何かそういう言葉

が出てきてわけですけども、ちゅうことは、これはどういう形で、何か今使

ってるものを飲料水のほうにするということの意味なのか、ちょっとそうい

うところをもう一回、その中身について、もし農業に使ってるのを減らして



 

－ 31 － 

やるとか、ということの、なのか、ちょっとそこのところを詳しくお願いし

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 先ほどの水量確保の件なんですけど、現在長与川で第１浄水場のほうから

５,５００トン、第２浄水場のほうから１,４００トンを取水をいたしており

ます。その中で今後またその水利権をふやすためにその２,３００トンの水

源の確保ということで、現在調査を行っているところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 第１浄水で５,５００トン、第２で１,４００トンですかね、これを今ある

わけですね。だから２,３００トン、丸々になるかわからんけども、２,３０

０トンを確保しようとしとるわけですね。ということは、先ほどから言って

る地下水とかなんとか利用って求めると、そういうことなんですか。ちょっ

とそこのところを、この確保という意味が、今までちょっとだらだら流れて

るのを、よりとめてからやるっていうなのか、ちょっとそこのところの説明

を求めたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 先ほど申しました第１浄水場の５,５００トンプラスの２,３００トンとい

うことで、その２,３００トンというのは、今後県の河川課と協議をいたし

まして、水利を求めてまいりたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 それじゃあ、そういうことでしょう。はい。その２,３００トンが必要と

なってくる年度ですね、これからそれに向かっていくわけでしょうけれども、

いつごろにこれが必要になるのか、確保するために、そういう予想、予定、

そういうのは持ってますかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道局長。 

水道局長 （馬木信一君） 

 ２,３００トンの確保につきましては、今代替案ということで、厚労省と

協議を進めております。その中で今、スケジュールをお示しをしております。

そのスケジュールの中では一応３７年、平成３７年に取得をするということ

でスケジュール作成をいたしておりますけど、その中で厚労省との協議の中

では少し早めることができないかということを言われておりまして、今それ

につきましても協議中でございます。以上です。 
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議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 はい、わかりました。先ほどから出てる南部、長崎県南部広域水道事業団

が解散なる。これ別の議会、議員もありますので、私が質問するのがもし不

適当であれば、議長のほうで、範囲を超えておれば、また指示をいただきた

いと思いますけども、今までこれについて幾らかの費用負担をしてきてるわ

けですけども、投資額が、長与町の投資額が幾らになっておったのか、今ま

での計算で私が累計すればいいわけでしょうけども、この席でお聞きしたい

と思います。 

 また、今後ですね、解散になるわけですので、清算等々の方法はどのよう

になっていくのか、そこんところ範囲内でお答えを願いたいと思っておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 今までの投資額でございますけど、長与町全体での投資額は１億８１万３,

０００円でございます。内訳といたしましては、一般会計で支出したものが、

出資金で２,７４７万円、水道課で出資した負担金が７,３３４万３,０００

円でございます。 

 今後長与町の負担額は、まだ確定したものではございませんが、国庫補助

金を返還しない方向でいきますと、一般会計の出資債が３,２０１万１,００

０円、企業団が借りている企業債分が３,８２１万６,０００円でございます。

企業団借り入れの企業債については、構成団体の受水比率で案分した金額と

なります。長与町の場合、受水比率は９.８１７％でございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 その清算に伴って、今後要るのか要らないのか、それが今の金額だったで

すかね。 

 町長にちょっとお尋ねしますけれども、これは一緒になって立ち上げて、

全体でやっていこうかちゅうことになって、急遽どこかの市が要らないとい

うことでなったわけですけど、長与町の負担はやっぱり今後どうやって軽減

していくか、やっぱりそういうのも町長としての役割があるんじゃないかと

思いますけど、どうですかね、その取り組む姿勢としては。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今所管のほうからるる数字の話がありましたように、企業団を早期に解散

するというようなことを決定したとこでありまして、現在は再評価報告書を

厚労省に提出して、国庫補助等の継続の分について協議をされているという
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ことで、今からいろんな形での協議がなされてまいります。その中において

は、長与町としては不利益がこうむらないように、今から先厚労省、長崎県、

そして２市２町ですね、この間で十分なる協議をしながら、このあたりがき

ちっとした形の水利権が確保できるように努力していきたいというふうに思

っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 この水問題については、また昼から同僚議員が質問しますので、一応私は

これについては終わりたいと思っております。 

 あと、このごみですけども、一、二年来同じことの繰り返しで来たわけで

すけども、確かにどちらにしてもいい面、悪い面あるのはわかっております。

町は町としても、一生懸命取り組んでるのはわかっております。ただ、いい

制度だから、いつも言ってるように、住民に負担をかけて、いい制度だ、い

い制度だって喜んでおっても私はいかんのじゃないかっていうのが常に言っ

てることであります、そうですね。 

 町長は町長選、６月議会でも言いましたけれども、町長選に出るときに長

与町のごみ制度はいいやり方だから意を強くしたという気持ちがあったって

聞いたもんだから、６月議会でじゃあ全部、ごみステーションじゃなくして

やってから、拠点にやればね、より今言ってる、るる、るるる同じことずっ

と言ってきてることがね、より達成するんじゃないかっていうことを聞いた

ら、それはやらないということで来たわけですけれども、こういう二元制を、

２つの制度をやっていくっていうのはどうかなっていうのが常に私の考えで

ございます。 

 いいのはいいんですよ、はっきり言ってね。しかし何が大事がかと、これ

はね、誰がするのかとですね。そういうことを考える必要がある中、そこで

いつも町長に聞いて、ちょっと時間をとっておったわけですけども、担当の

ほうも何か言い分もあるんじゃないかとね、何か考えてるんじゃないかと気

もありますので、担当のほうで何かね、今後の住民に対するね、策を考えて

おれば、よりいい方向になるような答えをね、出してもらわん、また次なる

わけですので、よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  ありがとうございます。先ほどから町長が御答弁申し上げておりますよう

に、モデル地区の施行から１０年、全町での取り組みから８年と、もうすっ

かり定着した感はあろうかと感じておるところでもございます。しかしなが

ら先ほどもちょっと出ておりましたが、御承知のように資源回収業者、それ

から新聞社の回収活動等によって、資源の回収量は減少傾向にあるっていう

のもまた事実であると認識をいたしております。そういう中でございますけ

れども、資源の有効利用という観点からは同一方向に、同一目標に向けての
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取り組みであろうかというふうな認識もいたしております。 

 町といたしましては、たびたび申し上げておりますが、車の借り上げ料へ

の助成、それから資源回収常設拠点の設置、それから高齢者等のごみ出し支

援事業っていうことで３本の柱として事業を展開してまいりましたが、その

中で先ほどの答弁にもございましたように、ことし１カ所、資源の回収、常

設の拠点ですね、をふやすということにいたしておりますが、今考えており

ますのは、それに加えまして、これは保環連との協議を今から重ねてまいり

ますけれども、場所によっては無人の常設拠点っていうのも可能ではないか

という考えも持っております。そういうのも図りながら、負担軽減をひとつ

図ってまいりたい、それが一つでございます。 

 それから、高齢者等のごみ出し支援事業でございますが、これにつきまし

ても２３年度末８５件であったものが、２４年度末では１００件、７月現在

では１０６件という実績ということで、だんだんに利用者もふえている状況

になっております。そういう中で、これはまだここで申し上げることはでき

ないんですけれども、この支援事業の充実策っていうのを今検討をしてると

ころでございます。これにつきましても保環連理事会、総会に、御相談から

入るわけですけれども、協議をさせていただきまして、住民皆様の、御協力

をいただいております皆様方の負担軽減を目指してまいりたい、そういうふ

うに考えています。よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 減ってきてる、拠点回収減ってきてる、事実わかっていながら、ですけど

って、やっぱりその後がやっぱり続くからまたいわんばいかんばとなってく

るけども、きょうも言わないので、またこちゃこちゃちっちゃな言葉をね、

そういうところが行政のまだね、本当にわかってんのかなって。制度を守ろ

うと、そこんとこがあるような気がします。もうきょうはこれで言いません

けれども、今後やっぱりいろんな形で、角度から検討をね、やっぱりいく必

要があると私ははっきり言っておきたいと思います。これですね。 

 福岡のある町では、もう何回か言ったけれども、夜間ですね、各自宅の前

に全部出させて、出していただいて、夜間回収する、あんたたちも行ったと

思う、一緒にね、研修にね。やっぱりそういうこともやってるわけですね。

昼間やった混雑するから、夜間出して、各家庭を回収する。そうすると、今

のごみステーションも一緒ですけれども、やっぱり積み残し、残しがあるわ

け。ステーションがあるってことは、そこに置き場所があるっていうことは

置いていいって、住民だけじゃないわけですから、よその人も置く、通りが

かりの人も置く、やっぱりそれがごみ箱ですからね。やっぱりそういうのを、

私が公園とか等を、ごみ箱を撤去したとかっていって大分市を視察したとき

に見て感じて、ここで言ってきたこともあるわけです。だからあれは誰でも

入れるわけですね。だから自宅の前で残っていけば、自分が責任持ってはっ

きりわかるわけです。何がよくないのかね。やっぱりそういうことをこれか
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ら本当に、なぜああやってごみステーションでも残っていくか、住民が悪い

なのか、制度がいいなのか、やっぱりそういうのを考えなきゃいけないわけ

です、行政側がね。どうしたらきれいな本当に環境、環境って言ってるけど

も、実際そういうことを本当に考えてやっていかなきゃならないと私は思う

わけですね。これずっと１０年来言ってきてるわけですけども、今後、いろ

んな視察、研究をしながら、またごみ問題……。この水とごみというのは、

住民が毎日やっぱり一番お世話になる部門なんですよ。ほかの、後から文化

とか言うけども、体育もあるけども、あくまでも、それはある程度、趣味と

かいろんな学習とかに特別なあれだけども、水とごみというのは、これはも

う子供さんからお年寄りまで、全ての人がこれはもう一日も負担かけること

が、したらいけないわけですね。そういうところをやっぱりよく考えてやっ

てほしいと、まあ今後ですたいね。また１２月にやるかわかりませんので、

そういうことでお願いします。 

 ちょうど文化事業ですね。体育と文化というのがパイプの両輪とかよく言

いますね、これはね。どうしても体育は非常に誰でも参加しやすいから、ソ

フト、バレー、全て楽しんで、自分たちで負担なくお金もかからずにやって

いけるわけですけれども、文化ちゅうのは、特に伝統を確保していくという

のは、僕らでもそれはできないわけです、１日や２日でですね。まあ、まね

ごとはできますけど、本物の形というのは残せないわけです。それで、やっ

ぱりそれをどうやって苦労してる人たちに対する、まあ何か今、１０万円補

助してると言いましたけども、本来ならばこれで合っとるのかどうか、そう

いうのを含めながら今後研究をする必要があるんじゃないかと思いますけど

も、どうですかね、そういう、今後に向かっての、文化的なこういうものに

ついての援助というのは。ちょっとお聞きします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  財政的な支援の核についてでございますけども、各保存会のほうには、先

ほど教育長の答弁のとおり、１０万円ずつ毎年補助をさせていただいており

ます。 

 それで足りてるかというお話ですけども、なかなかやっぱりそれは個々、

一つ一つの活動内容等もございますので、それはちょっと私どもでは判断で

きかねるところもございます。一つには、先ほども答弁の中でありました一

般コミュニティ助成事業という制度がございます。そういう中で、例えば用

具を購入するとか、大きな出費が必要なもの、そういうものについては過去

もそれぞれ御要望により沿いながら対応させていただいてきておるところで

ございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 今後は、金額は少しでもあったほうが助かるわけですたいね。そういうも
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のを含めながらまた考えてもらえればな、聞いておるわけです。 

 今度の１１月に文化式典が、この郷土芸能等とがあるわけですけども、文

化祭とかですね。聞くとこによると、郷土芸能のする場所は長与小学校のグ

ラウンドってちょっと聞いたんですけども、雨の降らないという前提で考え

とってでしょうけども、そういうときの、急遽、どうするのか。あるいは、

もしグラウンドでするんならば、泥ですよね、グラウンドだから、その見物、

お客さんたちに対する、シートを敷いて座ってもらうなのか椅子をずらっと

敷くなのか、もう全てそういうことをせずに立ち見でやるなのか、ちょっと

そういう点を、雨の場合とね。もうはっきり降らんってわかっとれば何も、

外のことだから、今度の、外であっても中止なんてこと、ましてや、いろん

な衣装を着て、舞台つくってたりもしてるわけですので、そういうその対策、

それとその見物席のあり方、ちょっとその２点をお聞きします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  まず、雨天のことについてでございます。前回、平成２１年度に開催をい

たしました町制施行４０周年の郷土芸能大会のときには、大型テントを張っ

て雨天対策ということでさせていただきました。今回は、そのテントを張る

につきましては多額の経費を要するということもございまして、雨天の場合

には長与小学校の体育館を予定をいたしております。これにつきましても、

先日から開催しております保存会長さん方の会議の中でもそういうことでお

願いをしてきてるところでございます。 

 それから、観客席のことですけれども、６月の補正の中でちょっとお願い

をいたしておりまして、仮設のスタンドといいますか、そういうものをつく

らせていただくということで予算化をお願いしたところでございます。以上

でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 文化的、そうした事業、町民体育祭には参加する人に、何かティッシュと

かちっちゃなあれでも提供してますよね、町民体育祭にはですね。間違いな

いですよね、やってますよね。この町民文化祭、同じ町民体育祭、これ町民

体育祭、町民文化祭には何か、そういうものはおあげしてるんですかね、ど

んな、今まで。なければ、そういうのに検討するのか、それとも、今まで通

りやらないのか。やっておれば、やってますでいいんです。ちょっとそこの

ところ。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  文化祭につきましては、これまで子供たち、例えば小学校の作品展等につ

きましては、本当にわずかなものなんですけれども参加賞というものをお渡
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しをいたしております。それ以外の方につきましては、まあ一般の方も含め

て、それ以外のものについては、参加賞等については配付をいたしておりま

せん。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 だから、今後も、今までは、小学生はそれでいいんですよね。ありがたい

わけだ。だから、今後もだからそれでいくのかどうかというのを、今後は、

今まではこうだったから今回もやらない、今後もやらない予定とか、今度は、

次のそういうのが出てくるわけですので、それを聞いとるわけですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  特に今後、そういうものを拡充をしていくかという御質問だと思いますけ

れども、それにつきましては、拡充をしていこうということは考えておりま

せん。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 考えてないということですかね。ちょっと、考えてないということを今言

ったわけですかね、そういうのは。配布、やらないということを今言ったわ

けですかね。ちょっとそこのところを再度、ちょっとよく聞こえなかった。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  失礼いたしました。配布を考えておりません。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 はい、じゃあ、いろんな質問をやりましたけども、これで終わりたいと思

う。どうもありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１３時まで休憩します。 

（休憩１１時５４分～１３時００分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順３、分部和弘議員の①図書館建設について、②水道事業について、

③橋梁の長寿命化対策状況についての質問を同時に許します。 

 ５番、分部和弘議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 皆さん、こんにちは。午後一ですけども、早速質問させていただきます。 
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 まず１点目、図書館建設について。図書館建設については、これまでさま

ざまな角度から調査研究がなされてきましたが、いよいよ建設が実現する時

期に来たと思われます。これからは建設に向けてより具体的な取り組みが開

始されると考えますが、このような状況の中で長与町はどのような図書館づ

くりを考えているのかお伺いいたします。 

 ２点目、水道事業について。町民にとって命と言える水は誰もが大切に思

うところであります。安全な水の安定的な供給は町の大きな業務と言えます。

その水の確保について役割が期待されていました長崎県南部広域水道企業団

が解散される方向ですが、長与町の今後の水道政策はどのようになっている

のかお伺いいたします。 

 ３点目、橋梁の長寿命化対策状況について。本町は橋梁の長寿命化計画に

沿って確実に計画を推進していると思いますが、今回、国土交通省のまとめ

で、特に市町村管理分で５％しか実施してない報告がされております。長与

町における老朽橋梁の保全計画はどのようになっているのか、また、今後ど

のように対応していくのかお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 きょう、昼一の質問でございます。分部議員の御質問にお答えをしたいと

思います。 

 １点目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員会のほ

うから回答いたします。私のほうからは２点目及び３点目の御質問について

お答えをさせていただきたいと存じます。 

 ２点目の長崎県南部広域水道企業団が解散した後の長与町の水道政策につ

きまして、長崎県南部広域水道企業団より供給予定でありました２３トン、

２,３００立方メートルにかわる水源につきましては、町、川の河川の水利

権を増量し、地下水源の開発を行うことにより必要水量を確保できるものと

考えておるところでございます。水利権につきましては、長与川の流量等を

測定するための流況調査の準備を進め増量確保に向けた検討を行っておると

ころでございます。また、もう一方の水源であります地下水源につきまして

も、町内数カ所において水脈の電気探査調査を実施するなど新たな水源の確

保を目指し、水道水の安定的な供給を図ってまいりたいと思っておるところ

でございます。 

 次に、３番目の橋梁の長寿命化対策状況についてお答えをいたします。平

成２４年度は、町内１５メートル以上の橋梁１７橋、１５メートル未満９１

橋、全体１０８橋の道路橋梁長寿命化改修計画を策定し、修繕計画に基づき

調査設計を行っております。 

 また、本町におきましては、道路橋梁長寿命化改修計画の修繕計画に基づ

く修繕が特に必要な橋梁数１５メートル以上５橋、１５メートル未満１６橋、

合計で２１橋でございます。そのうち１橋の補修工事を平成２４年に実施い
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たしました。また、今年度は１橋予定をしておりまして、修繕率は現在のと

ころ９.５％になる予定でございます。 

 今後も修繕計画に基づき国への補助申請を行い、詳細設計をし、随時補修

工事を行ってまいりたいと思っております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 １点目の図書館建設について回答いたします。長与町の新しい図書館建設

につきましては、昨年立ち上げた図書館整備計画検討委員会において検討を

続けているところでございます。昨年度は５回、今年度は８月末までで９回

の会合を重ねております。 

 検討内容としましては、昨年度は先進地を視察したり、ほかの自治体にお

いて図書館建設にかかわった方の講演を聞いたりして、これからの時代に求

められる図書館のあり方について学びを深めるとともに、フリートーキング

やアンケート調査などを行い、各委員のイメージや認識の共有化を図ってま

いりました。 

 今年度からは、作業がより具体的に進むよう、Ａ、Ｂ２つの部会に分けて

開催しております。このＡ部会では、子育て中の親子や障害者、高齢者、テ

ィーンエイジャーなど、全ての町民の皆さんに快く、また不便なく利用して

いただくためにはどのような施設設備が必要か、町民の多様なニーズに応じ

るための蔵書構成やサービスなどについて検討を進めております。また、Ｂ

部会では、より充実したサービス提供のために町内外のどのような機関とネ

ットワークを結んでいくか、特に次代を担う子供たちの学習環境を整えるた

め学校図書館との連携について検討を深めており、先日もすぐれた実践で文

部科学省から表彰を受けた福岡県の小郡市立図書館の視察研修を行ったとこ

ろでございます。 

 御質問のどのような図書館づくりを考えているのかでございますが、まだ

建設場所等が決まっていない状況でございますので、先ほど述べたような内

容にとどめさせていただきたいと思います。 

 教育委員会においても、８月に町民を対象に実施しましたアンケート調査

の結果などを反映させながら議論を深め、まちづくり、人づくりの拠点とし

て世代を超えた多くの皆さんに喜んで利用していただけるよう、生活に役立

つ図書館、情報発信基地としての図書館、子供たちの未来を開く図書館、郷

土理解を深める図書館など開かれた図書館づくりを目指してまいりたいと考

えているところでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 それでは、通告順に従いまして追加質問をさせていただきたいというふう

に思います。 

 まず、図書館関係ですけども、２点、町長のほうにちょっとお伺いしたい
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というように思います。１点目が図書館の運営についてと、２点目が図書館

そのものの建築仕様についてでございます。 

 まず、図書館の運営についてですけども、公立図書館、２０１２年度４月

現在で、全国で３,２１４館とあります。５年前に比べれば１２０カ所以上

ふえてるというふうになっております。そのような中、運営方法で指定管理

者制度での民間委託か、直営のままの運営かとなっております。直営、民間

と、それぞれが特色を生かして開かれた図書館として運営を行っていますが、

町長として基本的な運営の形態をどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 先ほど教育長のほうから話がありましたように、まだ図書館の建てる場所

等々について正式に決まってないような状況でございます。その中で、今、

教育長を中心に図書館の運営のあり方等々についてはいろんな形の協議を今

進めております。今、議員おっしゃったように、例えばＰＦＩで進めるのか、

そういうようなことと、そういったことも等々ございますので、その部分、

詳しいのは教育長のほうが詳しいんで、ちょっとそのあたりはよろしくお願

いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 先ほど申しましたように、いろいろ検討委員会等でも視察しておりますが、

指定管理がいいのか、あるいは直営がいいのか、いろんなそのケースを見て

検討してるところでございます。指定管理でやっておいたけども直営に変わ

ったという図書館もありますし、いろいろ今検討してる最中です。詳しくは、

課長がもう少し詳しく。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  先ほどから教育長の答弁の中にもございましたとおり、いろいろ形態とい

うのはあろうかと思います。どれがいいのかというのはまだなかなか評価が

定まらないというところもございます。先日、先ほどちょっと教育長の答弁

にもございましたけれども、福岡の小郡市立図書館を視察、研修をさせてい

ただきました。そちらは、以前はたしか、ちょっと私も直接行ってなかった

もんですから、申しわけございません。ちょっと記憶、定かではないところ

がありますけども、以前はたしか指定管理をされてて直営に戻したというと

ころだったというふうに記憶をしております。ちょっと、その帰りだったん

ですけれども、本当にすごく日本中に話題をまいておりました武雄市立図書

館、そちらのほうも一緒にあわせて寄らせていただいたというふうなことで、

まだ詳しい報告をちょっと見ておりませんけれども、いろいろ他の施設のい
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いところ、悪いところ、いろんなところを研究をさせていただきながら、運

営方法については検討させていただきたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 ただいま回答をいただきましたけども、私も若干調べさせていただきまし

た。全国の３,２１４館中２９８館が民営化されているということで、全体

の１０％程度が民営化になっております。そういった中で、先ほど言われた

とおり、民営化からそのまま直営に移されるというところも今回は発生して

るというような、調べて、そういったところも理解しております。今話題の、

先ほど出ましたけども、委託で活性化の武雄図書館、民間ですね。やっぱり

直営の伊万里図書館、佐賀県、これ、５万６,０００から５万７,０００の似

通った規模の両市でありますけども、運営は対照的であります。私も２つの

図書館、この夏の期間、行かせていただきました。合計６日間ですけれども。

それなりに私もどちらの図書館もそれぞれ地域性に合ったすばらしい図書館

運営を持っております。そういったことで、民間と直営のそれぞれのよさを

生かしていただいて、多くの住民が利用し、多くの住民が憩いの場となるよ

うな理想的な図書館となるようにお願いしときたいというふうに思います。 

 そういった中で、２点目ですけども、図書館建設の仕様関係ですけども、

工事も決まってないのでまだ考えとらんというふうにありますけども、建築

パース的に町長がどのような、思い描いてるもんがあればちょっと聞かせて

いただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 まず、私は、図書館というのは長与町の顔であるというふうに思っており

ます。やはり教育、文化の町ということを標榜し、我々もそういうことで今、

長与町をつくっていこうということで、町民、そして議員さんと一緒にやっ

ておるところであります。図書館の機能としましては、現在は図書館の機能

は図書機能だけではなくていろんな方々が集まってきやすい場所、来やすい

ところ、それで、サロン的な要素もあると思いますし、そこに皆さん方が集

まって、老若男女集まってきてお話をしたり、あるいはＶＴＲとか画像を見

たりとか、そういったものも必要かと思います。それと、もう一つ、一番大

事なことは、やはり車で来られる方が今は多いんで、恐らく議員さんも武雄

とかを見られたときは車で行かれたと思うんですけど、やはり車の駐車場が

ある一定以上ないと現在の図書機能としては少し物足りないんじゃないだろ

うかというようなことを思っております。概略的ですけども、そういった形

のことを思っておるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 
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 ちょっと私、答弁ちょっと違うかなと思ってるんですけども、ちょっと今、

武雄図書館が出たんで、若干、私が長崎市の図書館に行ってぱっと開いた建

築の本に、その武雄図書館が載ってまして、そのデザインするに当たって、

背景に御船山と武雄神社がある。その近くに歴史ある場城があるというよう

な形で、それを設計された方が歴史と伝統を醸し出すデザインにしたいとい

うような形で今の形になったというふうにお伺いしてますので、本町も本町

の独自性、特色を生かした、身の丈に合った図書館建設に向けてよろしくお

願いしておきたいというふうに思います。ちなみに、今の載ってるのは「新

建築２０１３」７月号に記載されてますので、興味ある方は見ていただきた

いというふうに思います。 

 次に、財政面について若干お伺いしたいというふうに思います。図書館が

新しくなれば図書購入費もふえてくるのかなと、若干そういった期待もあり

ますけども、図書購入費の年度別、近年でいいですけども、その推移をちょ

っとお聞きしたいと思います。それとあわせて、その図書購入費の金額の策

定の基本的な考え方があればお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  済みません。過去にさかのぼっての資料というのは、ちょっときょうは持

ってきておりませんけれども、私が生涯学習課に今いまして、図書購入費と

いうことで予算化しておる分が大体年間５００万ということで計上させてい

ただいております。平成２２年度でしたか、住民生活に光をそそぐ交付金と

いう交付金事業がございまして、その年に予算化をして、２３年度予算とい

うことで繰越明許ということで１,０００万円の図書購入費を計上させてい

ただきました。基礎といいますか、積算基礎というものは、特に幾ら掛ける

の何冊買うからというような形ではなかなか難しいところがございます。本、

御存じのとおり、毎年毎年といいますか、本当、日々出版をされていろんな

本が出てるということもございます。単価につきましてもいろいろ、さまざ

までございます。そういうことで、大まか、比率的にはトータルの中の何％

ぐらいを児童書に充てるとか、そういうぐらいの購入計画というのはするん

ですが、なかなか予算計上のための積算というか、そういうのについては特

にしてないちゅうのが現状でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。その積算基準で、５万１,０００人を目指すまちづくりと

いうことで新しい団地もできておりますし、そういった、人口がふえていけ

ばやっぱり利用者もふえてくるですね。それなりにやっぱり上がってくると

思っていいんですかね、そこら辺は。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 
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生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  図書館の運営につきまして、資料費の確保というのが本当に大きなウエー

トを占めるものだというふうに理解をしております。人口がふえたからふえ

るというようなことではないかなと思いますが、それなりの蔵書数というの

は確保していくというのは必要になってこようかというふうに考えておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。私が調べたとこ、２０１２年の図書購入費の総額、全国で

２０９億円という試算されております。１０年前と比べれば約６０億円減少

というふうになっておりますので、ぜひ今後とも減少傾向にならないように

お願いしときたいというふうに思います。 

 続いて、その経費面で経費削減を図る目的で、雑誌、スポンサー制度、こ

れがあろうかというふうに思います。導入をして成果を上げてる自治体もあ

ります。月刊誌等にビニールカバーで、表はこの本を提供いただいた○○様

からというような記載をして、裏面には事業所名を明記し、掲示会社の広告

を記載してるというふうな取り組みをやっておりますけども、こういった取

り組みの検討はされているのかお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生涯学習課長。 

生涯学習 （和泉嘉彦君） 

課  長  ちょっと大変勉強不足で申しわけございません。ちょっとその制度につい

て私、把握しておりませんので御回答ができかねます。申しわけございませ

ん。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 ぜひ経費削減に向けていろいろな取り組みを行うというふうに思いますけ

れども、こういった取り組みも御参考にしていただいて検討いただけるよう

にお願いしときたいというふうに思います。図書館の件は以上で終わらせて

いただきたいというふうに思います。 

 続いて水道事業関係ですけども、まず、地下水についてですが、午前中の

回答の中で３,１００トンというふうに理解しておりますけども、現在、取

水されている井戸の箇所は何カ所ありますかということですけども、また、

その不確定要素の高い地下水にかわる対策は考えられてるのかお伺いいたし

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 現在の地下水の使用本数は１１カ所使用をしております。そのほかに、か
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わるものといたしまして、現在のところ、地下水にかわりましては、現在、

地下水がどのくらいあるかということの調査をやってるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 調査をやってるということなんですけれども、若干ちょっと回答が不十分

かなというように思いますけども、そういった中で、現在、佐世保市のハウ

ステンボスに関しては海水淡化装置で水を供給されております。また、長与

町の一部の隣接する市から一部の地域は水をとってるということでして、単

純に私的に考えれば量をふやしてもらえばいいんじゃないのというふうに、

それは地下水に頼らなくても川の取水と隣接する市からもらうだけで問題な

く解決するんじゃなかろうかなというふうに思いますけども、そういったこ

とで隣接する市は事業団からも抜けてるということは水が余っとるというよ

うな、率直に考えればそういった管理になりますので、そこら辺の考え方は

ないのかな。ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道課長。 

水道課長 （吉田邦彦君） 

 先ほどの地下水にかわるものといたしましては一応検討しているところな

んですけど、先ほど議員さんが言われましたように、海水の淡水化と浦上ダ

ム、萱瀬ダム、また他水道からの分水などの可能性を現在検討をしていると

ころでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。ただ、地下水にやはり不確定要素が高いんで、それに頼ら

ない運営をやっていただければ水不足も心配しなくていいのかなというふう

に思いますので、そこら辺はよろしくお願いしときたいと思います。 

 次に、榎の鼻造成工事を今やってますが、大型団地に加えて商業地も予定

されております。当然ながら水需要は増加することだというふうに思います

けども、この榎の鼻関連でどの程度の水需要を予測してるのかお伺いをいた

します。 

議  長 （山口経正議員） 

 水道局長。 

水道局長 （馬木信一君） 

 榎の鼻の区画整理につきまして、新しい事業として水の使用料がふえると

いうふうな予測をいたしております。その量につきましては、単純に３５０

戸の世帯がふえますので、そこで３５０トン、１戸当たり１トンの使用料と

いうことで考えております。それ以外の商業施設、まだちょっと規模がわか

りませんので今のところちょっと申し上げられないんですけど、ある程度の

ものを想定をいたしまして、配水池が必要なタンクとしては４００トンぐら
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いを想定をいたしております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。次に、安全・安心な水として今後も長与川から取水が行わ

れるというふうに思いますが、川の環境も昔から比べれば気象、気候、地形

の変化で大きく変わってきてるものというふうに思います。水質の変化や蓄

積されたヘドロ関連の異臭など水環境を見たときに、母なる長与川をどのよ

うに改善していくのかお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員さんが御指摘になった、本当に母なる川ということで、大事に大

事にしてるところであります。これは川の中、川というのは非常にいろんな

ものを、山の養分も吸い取りますし、また排水も吸い込むというようなこと

でございますけれども、下水道の完備というのがあります。長与町は今のと

ころ下水道、非常に完備されてるというようなところでございまして、水が

今から、今、非常にいわゆる汚れていくと、汚濁していくということは考え

られないと思ってるんですね。今のとおり、その長与川というのは私たちの

体には健康を有し、そしてまた環境面でも非常に有意義であると。そういっ

た母なる川というのは我々もまた意識的に守っていく必要もありますし、そ

して、計画的にそういった河川の工事とか、あるいはそういったものも含め

まして、そのあたりの点検につきましても十分にやっていきたいというふう

に思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 よろしくお願いしときたいというふうに思います。長与川にとっては、誰

でも日々見える位置にありますから、誰でも見てる状況であります。やはり

生活する上で切っても切り離せない水環境を今後どのように改善していくの

か、やはりしっかりとした環境ビジョンを示す必要があるのかなというふう

に私は思っております。また、異臭については下流側周辺住民にとっては生

活する上で大変不愉快なものであります。河川管理の検討を十分な連携のも

と改善策をとっていただくようにお願いしときたいというふうに思います。 

 最後に、南部広域水道関係で質問させていただきます。平成１４年から開

始されましたが、結果的には何の効果も生まれなかったというふうに私的に

は思っております。また、ダムが建設する前に水道管の埋設を前広に実施し

てきましたけども、今後の大きな問題かなというふうに思っています。本当

にこれは無駄遣いであったのかなというふうに私的には思ってます。町とし

てこの状況をどう総括して、責任はどうとるのかお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 
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 水道局長。 

水道局長 （馬木信一君） 

 今、議員さん御指摘のとおり、埋設管は企業団の補助事業として平成１２

年から、創設から事業を行っておりました。その埋設管につきましては今後

有効活用が、長与町と諫早市、１市１町だけ埋設をいたしておりますけど、

そのあたりで有効活用ができないかということの協議を進めさせていただい

ております。２市２町水道整備計画のもとに広域水道をつくり上げ、こうい

う事態に至ったわけでございますけど、水需給の変化が大きな原因の一つで

ございます。そのあたりを精査を含めまして、さらに詳細につきましては詰

めていきたいというふうには考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。今後の企業団の開催に伴う精査については本町としての考

えをしっかりまとめる必要があるというふうに思っております。今後の展開

を私も注視していきますので、よりよい判断となるようにお願いしときたい

なというふうに思います。 

 続いて、橋梁の長寿命化計画について質問をさせていただきます。全国で

地方管理分の９７％の点検が終わって、約６万９,０００本が修繕が必要と

されておりました。そういった中で、８４７自治体は修繕済みの橋が１本も

なかったという状況が報告されております。自治体の約９割が財政難を理由

にしております。また、４割が職員不足を上げております。そういった状況

の中で、本町としては長寿命化計画を策定し確実に実施していることという

ふうに思いますけども、財政や人員不足等で修繕計画が実施されない事例と

ならないように、十分そこら辺はお願いしときたいというふうに思います。 

 質問を三、四点させていただきます。２年前、前回、同様の質問をさせて

いただきました。そのときに、橋梁の点検、研修修了者あるいは有資格者が

所管の中で１名おられるとの答弁がありましたけども、今現在の所管の中で

の資格者、有資格者の状況をお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 お答えいたします。有資格者といいますか、研修会、県の講習会とかいう、

参加してるものが今現在、職員の中で３名、私も含めて３名です。平成１９

年度から１年ごとに職員が研修に行って、ひび割れの検査のやり方、写真の

撮り方、そういうのを研修してまいっておりますので、その資格というので

はなくて研修をしている者が今３名ということでございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 今、答弁の中で、平成１９年度から毎年ってなってましたけれども、それ
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で３名となったら、ちょっと毎年じゃないんじゃないんでしょうかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 異動等でかわっておりますので、現在残ってる職員の研修している者が３

名ということでございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 失礼いたしました。どうもありがとうございました。 

 そういった中で、橋梁の点検については専門のコンサルに依頼してるとい

うことでしたけども、これまでその点検結果について、そのコンサルタント

の会社と協議状況はどのように行われてるのか、ちょっとお伺いをいたしま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 橋梁の調査委託ということで出しまして、そのうち、写真等報告書をいた

だきます。その報告書を今度は学識経験者、県が行っているものがありまし

て、長寿命化検討委員会というのがございます。それを長崎大学の先生とか、

その専門部局の学識経験者の方の専門のところで発表して、その成果が正し

かったのかということの協議会を行っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 そしたら、所管の中ではそういった検討は何もしてないということになる

んでしょうかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 まあ、ある程度のその実績を見て、疑問があればそのコンサルにも答えを

求めるというようなことはやっておりますが、別段、そこまで技術的な詳し

い者がおりませんので、その検討委員会に委ねて、その結果を正としており

ます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 記憶に新しいというふうに思いますけども、昨年、高速道路の笹子トンネ

ルの天井板崩落は御存じだというふうに思いますが、これは３カ月前に点検

して見落としたと。それで、９名の方が亡くなられたというふうになってお

ります。また、近々で言えば浜松市のつり橋のケーブルが切れるということ
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で６名負傷されております。これも１０カ月前に点検したケーブルだそうで

ありますけども、そういったしっかりと点検、結果報告等されてるようであ

りますけども、実際、日本でもこういった事例があるということになれば、

やはり所管の中でも詳細なそういった指導体制なり、そして細かくチェック

できる体制なりで、そこで点検できるような体制というのか、そういったも

のができないものか、ちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （日野 勉君） 

 特別、専門じゃないといっても経験者はおりますので、当然、危ない橋っ

ていうのは、まあランクが４ランクに分かれておりまして、そのうち必要な

ものを先ほど町長が答弁された次第でございますが、通常の危ないぞと言わ

れてる分につきましては、報告があったときに、当然町も１回だけの報告じ

ゃありませんので、そういう町の要望を踏まえて、また職員もその危ない分

につきましては気がけておりますので、そういった、先ほど議員さんおっし

ゃられたような管理瑕疵が生じないような努力はふだんから行ってる状況で

ございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 そういった中、現在、１５メーター以上の１６橋についてですが、これ、

建設当時の図面関係、そういったものがどの程度保管されているのかお伺い

をいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 橋梁台帳、済みません。橋梁台帳というのをつくっておりまして管理いた

しております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 これ、全てあるということで理解してよろしいんでしょうかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （日野 勉君） 

 当時つくった実際のその平面図、構造図っていうのは、これはもう保存の

年限がございますので昔のものはございませんが、特に型式とかそういう細

別種別等は、これはもう台帳の中で義務化されておりますので、その分は把

握しております。ただ、詳細な図面は、町が施行した分やら、逆にほかの造

成等の寄附していただいた分とかもございますので、そういうのは保存年限

がある分は保管しておりますが、昔の、今で言えばかなり、うちの場合は４
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０年以上のやつから存在しとりますので、そういう昔のやつではほとんどご

ざいません。台帳としてはそういう、先ほど私が申しましたような、ちょっ

と簡易にはなりますが、そういった型式のやつは保管しております。以上で

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 これは、私がＮＨＫのテレビで放映されていたのを見たんですけども、自

治体アンケートの中で橋の図面が指摘されたケースがあります。そういった

中で、概略図だけしかなくて、それで判断して構造上の重要な部分が点検さ

れなかったというような報告もされておりますので、ない物ねだりしても一

緒だというふうに思いますけれども、それはどうかなって思ったら、やはり

専門家に、コンサルだけじゃなくて専門家を介してやはりその安全性、健全

性を確認してもらうというふうな対策もとっていかなくてはいけない時期に

来てるのかなと私的に思いますけども、そこら辺はどのように感じられてお

りましょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （日野 勉君） 

 先ほど私、申しましたのは、詳細な寸法とかのはないんですが、肝心の、

例えば橋梁の型式ですね。スラブとかいろんな専門的な名称がございますが、

そういうのは全て管理しております。それから、この長寿命化策定計画を策

定するに当たりまして、コンサルのほうから１０８橋全てにつきましてはそ

ういう整備はもう既に行ってる状況でございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。最後にですけども、私がテレビを見てたときに、人工衛星

を発射するには失敗は許されない。だから、全ての考えれるリスクを取り払

う努力をやるという言葉をテレビで見て聞きました。橋梁の安全対策も同じ

ことだというふうに私は思っております。今後も安全・安心な橋として利用

できるよう、点検時において確認できた箇所については適切に対応し、危険

のリスクを取り払い、今後とも長与町の大きな財産として残していただきた

いということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。どうもありが

とうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１３時５５分まで休憩します。 

（休憩１３時４３分～１３時５５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順４、山口憲一郎議員の①町のスポーツ振興について、②町の交通政
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策についての質問を同時に許します。 

 １５番、山口憲一郎議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 皆さん、こんにちは。昼から２番目でございます。 

 早速質問に入らせていただきます。 

 今回は２つの質問をさせていただきます。１つは町のスポーツ振興につい

て、２つ目は町の交通政策について、２つをさせていただきます。 

 それでは、最初の大きな１番の町のスポーツ振興について。町民の皆さん

が健康で快適な暮らしができる町づくりは行政の大きな役割であり、健康増

進への取り組みとして住民がさまざまな形で参加し楽しむことのできるスポ

ーツの振興は重要な政策であると思います。スポーツに参加し親しむことは

心や体の健全な発達を促進し、健康で活力のある青少年の育成には欠かせな

いものであり、スポーツ環境の整備・充実が強く望まれるところであります。 

 さらに、高齢者の体力づくりについても、適正なスポーツによる健康の維

持や交流の場を通じての触れ合いは心身の健康づくりに大いに寄与するもの

であり、最終的には医療費抑制にもつながるものと思われます。また、来年

は長崎国体が開催され、長与町も少年女子ソフトボールの会場となりますが、

青少年の健全育成、高齢者の健康保持、スポーツを通じての元気のあるまち

づくりを目指して、今回の国体を機に町のスポーツ振興について積極的な取

り組みを行ってはどうかと考えるところです。 

 そこで以下の質問をいたします。 

 （１）青少年の健全育成の視点からスポーツを通じてどのような取り組み

が行われているか。また、育成効果についてはどのように捉えているか。 

 （２）高齢者の健康づくりの視点から、スポーツを通じての健康づくりが

どのように行われているのか。また、参加状況や医療費抑制について町はど

のように考えているのか。 

 （３）生涯スポーツの視点から、町はどのような取り組みを行っているの

か。 

 （４）住民の相互交流の場づくりの視点から、各種大会の場を通じて町民

総スポーツを目指すことで、住民の健康づくり、意識の高まりと相互交流が

より一層深まり町全体の活性化につながると考えるが、どうか。 

 （５）国体開催の視点から、町民総出の体力づくりの機運を盛り上げるな

ど、この機会に住民の体力づくりに積極的に取り組む考えはないか。 

 大きな２番目の町の交通政策について質問いたします。町の交通渋滞や造

成事業にともなう道路環境の変化、さらには急速な高齢化などに伴う交通体

系のあり方など、町の交通政策はさまざまな課題を抱えている状況でありま

す。 

 交通事故についても、事故数は全国的には減少傾向にあるものの高齢者の

事故は増加しており、大きな社会問題ともなっています。また、町内の公共

交通体系についても大型団地の造成や新しい道路の開設にともなう見直しや、

高齢化の進展に対応できる体制づくりなど検討すべき時期にあると考えます。
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そこで、今後の町の交通政策について質問をいたします。 

 （１）現状の町の交通事情や道路整備の状況の中で、安全確保についてど

のように考えているか。また、今後の対応はどうなっているか。車両の増加

や大型の造成工事などにより環境が変化しており、交通事故防止について一

層の強化が必要と思われる。 

 （２）車社会における町の道路事情を勘案した利便性向上について、町は

どのように考え対応しているのか。 

 （３）高齢者の交通事防止に向けてどのように対処しているのか。高齢者

対策の観点から、交通事故防止、日常生活の交通手段の確保など課題が山積

しており積極的な対応が必要と思われる。 

 （４）公共交通体系のあり方について現状に見合う工夫が必要ではないか。

急速な高齢化や今後の車両の増加を想定すると、日常生活への影響や交通渋

滞の緩和、交通事故の防止に向けて公共交通体系の見直しも含めた対応が必

要と思われる。 

 以上、質問をいたします。よろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、山口議員の御質問にお答えをさせていただきたいと存じます。 

 １番目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員会のほ

うから回答いたします。私のほうからは２番目の御質問についてお答えをさ

せていただきます。 

 １点目の御質問、現状の交通事情や道路整備下での安全確保の考えと今後

の対応につきましては、町では、交通安全対策基本法に基づき昭和４６年度

以降、９次にわたり長与町交通安全計画を作成し、警察や関係機関一体とな

って交通安全対策を実施をしてきたところでございます。 

 具体的には、年４回の交通安全運動の実施、交通指導員並びに各団体や見

守りボランティアによる街頭指導、広報車による朝の巡回広報、のぼり・横

断幕や広報誌による広報に取り組んできたところでございます。また、特に

高齢者の安全確保のため、老人クラブを対象とした交通安全講習会や交通安

全ゲートボール大会の開催、高齢者の参加・体験型講習会などを開催してき

たところでございます。さらに、交通安全施設の整備といたしましては、自

治会からの要望に基づきカーブミラー等を計画的に設置するとともに、ガー

ドレールやガードパイプ、路側線、停止指導線につきましても道路改良を含

めて計画的な整備に努めてきたところでございます。 

 今後とも、関係機関の御協力をいただきながら、ハード・ソフト両面から、

道路交通の安全確保対策に努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の御質問でございます。車社会における町の道路事情を勘案した利

便性向上についてでございます。現在、長与町には１級町道１４路線 １４

キロ、２級町道１２路線１８キロ、その他７５０路線１６３キロ、合計７６

３路線１９６キロメートルがあります。 
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 利便性向上とのことですが、道路の補修工事により、スムーズで安全な走

行など、補修及び整備を行うことで利便性の向上につながるものと考えてお

ります。 

 ３点目でございますけれども、高齢者の交通事故防止に向けた対処につき

ましてです。長与町における本年６月末現在での交通事故の発生件数は８１

件、死亡者はなし、負傷者９６名で、うち６５歳以上の高齢者は、発生件数

が２５件、死者はなし、負傷者１６名となっており、事故件数に占める高齢

者の割合は残念ながらますます高くなっているところであります。 

 このような中、高齢者の交通事故防止対策といたしましては、先ほども申

し上げましたとおり、老人クラブを対象とした交通安全講習会や交通安全ゲ

ートボール大会の開催、高齢者の参加・体験型講習会などを開催していると

ころでございます。 

 また、昨年１０月より運転免許証自主返納に対する住民基本台帳カード交

付手数料の免除制度を設けているところであり、今後ともこれらの取り組み

を継続しながら高齢者の交通事故防止に努めてまいりたいと存じます。 

 ４点目の御質問であります公共交通体系のあり方について現状に見合う工

夫が必要ではないかとの御質問につきましては、現在、町内の公共交通体系

は、ＪＲ・路線バス・タクシーの３つの公共交通でございます。 

 各公共交通機関の利用状況について、先般実施をいたしました住民アンケ

ート調査の結果では、買い物ではバスが１０.３％、ＪＲが１.９％、タクシ

ーが１％、続きまして、通勤・通学ではバスが８.７％、ＪＲが６.３.％、

タクシーが０.３％、３点目の通院ではバスが７.９％、ＪＲが０.９％、タ

クシーが１％となっており、いずれもバスの利用がトップになっておるとこ

ろでございます。 

 また、バス停までの所要時間が１０分以上を要するとの回答が多かった地

区は、南田川内・丸田谷・丸田アパート地区では２１.８％、上斉藤・毛屋

白津・舟津地区では１２.５％、日当野・道ノ尾・高田越地区では１１.６％

となっています。やはり、旧長与市街が多いようでございます。 

 このような中で、今後、高齢化の進行により公共交通機関の依存度が高く

なることが予想されることから、既存の公共交通機関を補完する交通手段の

検討、公共交通機関の利用が不便な地域への対応、移動困難者に対応した移

動手段の確保などを視点に、地域の実情に対応した対策を検討していきたい

というふうに考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ①町のスポーツ振興について回答いたします。 

 １点目の青少年の健全育成の視点からスポーツを通じての取り組みや育成

効果についてでございますが、町内全ての小学校においてスポーツ教室３４

教室を開設し、スポーツ活動の中で体力の向上や健康の保持増進を図るとと

もに、スポーツの楽しさを学び、スポーツ集団の中で社会的なマナーを身に
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つけさせております。 

 このような活動により、子供たちはスポーツを通じて自主的、自発的な活

動や礼儀作法が身についてきたと考えております。 

 ２点目の高齢者の健康づくりの視点からスポーツを通じての健康づくりや、

参加状況や医療費抑制についてでございますが、町民体育館講座として軽ス

ポーツ教室を前・後期１２講座を開設し生涯スポーツの普及推進を図ってお

ります。昨年度は延べ２,３０７名の方々の積極的な参加をいただいており、

健康増進を図るとともに医療費等の削減に寄与しているものと考えておりま

す。 

 ３点目の生涯スポーツの視点からの取り組みですが、先ほど説明した町民

体育館講座による軽スポーツの普及と長与町スポーツ推進委員の活動の一環

として行っておりますエンジョイスポーツ教室でのレクリエーションスポー

ツの普及など、生涯スポーツ社会の実現へ向けて推進しております。 

 ４点目の住民の相互交流の場づくりの視点から各種大会の場を通じて町民

総スポーツを目指すことで、住民の健康づくり、意識の高まりと相互交流が

より一層深まり、町全体の活性化につながるのではという考えにつきまして

は、全く議員御指摘のとおりだと考えております。昨今、核家族化や地域社

会の弱体化による人間関係の希薄化、コミュニケーション能力の低下も大き

な問題となっており、スポーツを通じた健康づくりは地域コミュニティーの

活性化など社会的役割を担っております。 

 現在、長与町では町民ソフトボール大会・町民体育祭を実施し、多くの町

民の皆様に参加をいただき、健康増進と親睦融和、あわせてスポーツの普及

振興を図っております。 

 特に、町民ソフトボール大会は来年、記念の第６０回を迎えますが、地域

住民の交流や町づくりに大きな役割を果たしております。今後とも、両大会

を町民の皆様の健康づくりや交流の場として継続していきたいと考えており

ます。 

 ５点目の国体開催を機に住民の体力づくりに積極的に取り組む考えはない

かですが、議員御案内のとおり、本町では来年の長崎がんばらんば国体でデ

モンストレーションスポーツ行事としてのターゲットバードゴルフ大会、少

年女子のソフトボール競技、それにフットベースボール競技が開催されます。

町といたしましては国体の成功に向け、第６０回を迎える町民ソフトボール

大会を記念大会と位置づけ内容を充実するとともに、国体の開催を通じて各

自治会で応援団を結成するなど地域の連帯感や郷土愛を育み、スポーツによ

る体力づくり・地域づくりを推進してまいろうと考えています。 

 また、平成２８年度には、長崎県において第２９回全国健康福祉祭、いわ

ゆるねんりんピックでございますが、この開催が計画されており、高齢者を

中心とした体力づくり、健康の保持・増進、生きがいの高揚など、生涯スポ

ーツの推進につきましても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 
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 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 ありがとうございました。回答が、詳しく回答していただきましたので物

すごくカットするとこがありましたけれども、それに沿って１つずつ質問を

させていただきたいと思います。 

 それでは、最初に１番目の質問について、答弁の中にもありましたけども、

青少年の健全育成については、スポーツは大きく影響すると思っております

が、昨今の体罰問題が気になるところでございます。スポーツの振興による

健全育成の視点から体罰問題についてはどのように対処しておられるか、少

し具体的に対応をお聞かせいただければと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  体罰にということで御質問いただきましたけども、私どもでは体育協会と

長与町におきまして毎年スポーツ講演会というものを開催しておりますけど

も、その中の一貫といたしまして、今年度、１１月３０日に、対象といたし

ましては小・中学校の体育の指導者と外部指導者の方、それと体育協会の会

員の皆様を対象としまして弁護士の方によります体罰、それとセクシュアル

ハラスメント、それとクラブ活動中の事故に対しての法的責任ということで

研修を開催させていただくように今計画を進めてるとこでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 ぜひそういう指導は徹底しやっていただきたいと思います。きょう、昼飯

を食べていましたら、またテレビで、大学やったですけども、こんなに取り

沙汰されているところにまた体罰等もあっておりましたので、ぜひこれは非

常に注視をしていただきたいと思います。 

 それから、総合型地域スポーツクラブ、長与スポーツクラブについて、ス

ポーツを通じて青少年の健全育成が期待されるところでありますけども、ど

のような運用がなされているのか、また、活用、効果についてはどのように

把握をされているのかお尋ねをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  長与スポーツクラブのほうにおかれましては、競技といたしまして親子バ

トミントン教室、キッズサッカー、Ｖ・ファーレンによりますサッカースク

ール、それと親子硬式テニス教室とか、そういう子供さんたちを対象とした

多くの競技とか親子で楽しむ種目というのもかなり多く開催されておりまし

て、健全育成にも寄与されてらっしゃると思います。また、この長与スポー

ツクラブさんにおかれましては、体育協会さんとは別にその競技等が競合し

ないような形で運営もしていただいてるのが現状でございます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 わかりました。町のスポーツ振興は青少年の健全育成に大きく貢献するも

のと思われますので、体罰の問題や体育施設の整備など、一層の強化をお願

いをして次の質問に入りたいと思います。 

 次に、高齢者の健康づくりについてでございますけども、答弁にあったか

もわかりませんけども、高齢者向けのスポーツ教室はどのような状況になる

のか、また、老人会とのタイアップによる高齢者向けのスポーツ大会など、

より積極的に取り組む考えはないかお聞きをしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  高齢者向けのスポーツ大会ということでございますので、平成２４年度の

実績で申し上げますと、ゲートボール協会のほうでの大会が年７回、グラウ

ンドゴルフ協会の主催の大会が年６回ほど行われております。また、それは

意外にもペタンク、ターゲットバードゴルフなどの軽スポーツ大会というの

も数多く大会が開催されておりますので、町といたしましては今後も、いろ

いろなエンジョイスポーツとか体育館の講座等で御紹介しておりますけども、

新しい軽スポーツ、レクリエーションスポーツ等を御紹介させていただきま

して、老人の方が自分に合ったスポーツをまた見つけていただいて、それで

新しくその新しいスポーツに励んでいただきたいというふうに考えておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 よろしくお願いいたします。それから、これは総合計画の中ではスポーツ

部門と健康福祉部門との連携により健康づくりの意識高揚と健康づくり事業

の展開をされておるんですけども、これは具体的にどのように連携し健康づ

くりを展開しているのかお聞きをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  福祉部門との連携ということでございますけども、私どもといたしまして

は、町民体育祭のときに健康長与２１の皆様に御協力をいただきまして、準

備運動のときにがんばらんば体操をしていただいたり、体育祭のときに一角

にテントを設けていただきまして健康相談コーナー等をしていただきまして、

健康に対しての意識等の高揚を図っていただいております。それと、また昨

年ですけども、めだか８５の皆様ががんばらんば体操コンテストに出場して

いただきまして、長崎地区予選を勝ち抜きなされまして、諫早で県大会がご

ざいまして、そちらのほうにめだか８５の皆さん、１３４名の皆さんが大会
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に出場されまして、国体を機にそういういろいろな活動を励んでいただいて

おります。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 それから、この関連ですけども、結局、多くの高齢者がスポーツを通じて

親しみ健康づくりを行うことで、最終的には医療費抑制ということで、そう

いうことで町の予算も減るんじゃないかと思います。先ほど答弁の中でもち

ょっと述べられておったんですけども、私がちょっと聞き取りきらんやった

で、もう一回、申しわけなかですけど、その辺の、どのような抑制につなが

っているか、もう一回ちょっとお願いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  先ほど教育長さんのほうが御説明申し上げたんですけども、やはりスポー

ツをしていただくことにおきまして、高齢者の方の健康づくりとか生きがい

づくりのためにスポーツはもう欠かせないものだと私は考えております。そ

れを行うことによりまして医療費の削減には十分に寄与しているものと考え

ております。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 どのぐらいの効果が出てるかちょっとわからんでしょうけど、よろしゅう

ございます。 

 それでは、この高齢者に向けてのスポーツ振興については、常に健康づく

り、疾病予防を意識しておく必要があると考えております。その意味では、

これまで以上にスポーツと健康、保健の連携強化をよろしくお願いをいたし

まして、次に行きたいと思います。 

 それから、３番目ですけども、生涯スポーツについての再度質問ですけど

も、スポーツを通じてコミュニケーションづくり、または競技スポーツの向

上など、住民の生活に活力を与える施策として生涯スポーツの充実は必要で

あると思っておりますが、町の政策として積極的に推進すべきものと思って

おりますけども、これはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  町の政策としましてということでございますが、山口議員様がおっしゃる

とおり、生涯スポーツの充実は明るく豊かで生きがいのある生活を営むため

に大変必要だというふうに考えております。今後も、今申し上げたように積

極的に推進をしてまいりたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 ぜひ積極的にお願いをしたいと思います。 

 それから、生涯スポーツの考え方には生きがいづくりも含むと考えており

ますが、町の皆様がスポーツにより親しみやすい環境や仕組みづくりについ

てどのように考えておりますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  スポーツの推進ということで、基本的な考え方といたしましては、町民の

皆様が各年代によりまして、いつにおいても、いつでも、どこでも、いつま

でもという形でスポーツが楽しめるように環境を整備していくことを念頭に

置いて推進してまいりたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 そうですね。住民が生涯を通じていろいろなスポーツに親しむためにスポ

ーツ環境の一層の向上が望まれるところでありますが、体力向上のために体

育施設や備品などは十分に整備されているのか、現状をお聞かせいただきた

いと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  体育施設等の整備とか備品等につきましてということでございますが、近

隣の市町と比較しても私も遜色はないというふうに考えております。ただ、

施設につきましてはかなり年数がたった施設もございますし、昨年は国体の

開催ということで、開催地となりましたふれあい広場、運動広場に関しまし

ては国庫補助金等をいただくことができまして、整備もある程度進めること

ができましたが、他の施設に関しましてはまだ補助等に該当をいたしません

ので、今後はどうしても財源の確保をまず調査研究いたしまして、計画的に

今後の古い施設から整備を行ってまいりたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 施設についてはそうでしょうけども、また新しい施設をつくれというても

多分いろんな問題がありまして無理だと思います。やはり、いろいろなその

他の施設については、その使用する人が多くてなかなか思ったように使われ

ないという状況も聞いておりますので、やはりその辺は何かの形で多くの皆

さんが今後対応できるような施策をとっていただきたいと思います。 

 次の質問でございます。住民の相互交流の場づくりの視点からの再質問で

ございますけども、スポーツ振興は住民の交流の場としての役割を持つと思



 

－ 58 － 

っておりますが、町はどのように考えておられるか。住民のスポーツイベン

トの参加などを通じての町の活力アップについてはどのように捉えているか

お聞きをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  町の活力アップということでございますので、長与町では今、町民体育祭、

町民ソフトボール大会、スポーツ講演会等を実施させていただいております

けども、長与町の体育協会の体協さんのほうでは指定大会等も２１競技ほど

開催をしていただいております。また、長与町の体育協会の主催の長与町ロ

ードレース大会も毎年開催をしていただいております。それと、小学校のほ

うを対象に町制施行３０周年を記念してしていただくようになりました長与

カップというのも毎年５競技ほど随時利用していただいておりまして、利用

というか開催をしていただきまして、そういうものを勘案いたしますと、長

与町のスポーツの活性化、活力のアップ等につながってるものと考えており

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 わかりました。じゃあ次に、もう最後の５番の国体開催の視点からのスポ

ーツ振興でございますけども、国体がことし、来年あるわけですけども、前

の年の事前デモンストレーションとしては、先ほど答弁の中にもありました

けども、今回の国体を前にいろいろな、今言えば、今度は町民運動会とかな

んとかあるわけでございまして、そういった中で参加枠の拡大とか種目をふ

やすとか、そしてまた、何か皆さんが喜ばれるような国体賞のような、そう

いった設定などが工夫できんとかなと思うんですけども、その辺はいかがで

しょうかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 スポーツ振興課長。 

スポーツ （帯田由寿君） 

振興課長  協議枠の拡大とか国体賞ということでございますけども、町民ソフトボー

ル大会、町民体育祭におきましては対象を全自治会、４９自治会、その皆様

に御参加をお願いをして、最大枠で開催できるようにということでまず検討

をさせていただいておりますので、そういう形で、枠は４９というか、全員

参加をできればお願いをしたいというふうに考えております。ただ、どうし

ても時間的な制限もあるものですから、皆様が親しみやすい競技種目という

んですか、いろんなことを毎年スポーツ推進の方たちと競技しながら種目等

も決めさせていただいております。それと、国体賞ということで今ちょっと

お聞きしたんですけども、県の国体応援事業というのがございまして、そち

らの応援事業に募集をいたしますと、がんばくんの縫いぐるみとか、がんば

くん賞というのが提供していただくような事業がございますので、その分に
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まず私どもとしては応募をいたしまして、来年６０回を迎えます町民ソフト

ボール大会にそういう国体の応援ということの冠をつけまして、そういうが

んばくんの縫いぐるみの提供とか、がんばくん賞とか、そういうものをおあ

げいたしまして、国体の成功に向けて国体を盛り上げるような形で頑張って

いきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 ぜひ皆さんが少しでも喜んでくれるように工夫をお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、これは学校に関係するわけですけども、国体を機に学校行事で

体力づくりの取り組みを行う考えはないでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永富雅徳君） 

理  事  国体を契機に新たに取り組むということは今のところ考えてないんですが、

各学校、これまで、例えば運動会時にがんばらんば体操を取り入れるとか、

そんな活動をされたり、あるいは朝の活動や体育の時間、それからいろんな

行事の中で体育的体力づくりに取り組んでまいっております。今後、国体を

契機として、その意識をさらに高めて一層体力の向上に努めていきたいと思

っているところです。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 わかりました。長与町は昔からスポーツの盛んな町でありまして、明るい

元気なまちづくりの一翼を担ってきたところであると思っております。しか

し、進展する高齢化による健康問題や住民相互のつながりも、希薄化が心配

されるのも現実な問題でございます。このような中で、スポーツの一層の振

興により皆さんがお互い思いやる元気なまちづくりをこの国体を機に実施し

ていただくことを強くお願いをいたしまして、次の大きな２つ目の質問に入

らせていただきたいと思います。 

 それでは、大きな２番の町の交通政策についての再質問でございますけど

も、結構いろいろな道路事情、整備等については答弁の中で詳しく述べてい

ただきましてわかったわけでございますけども、ちょっと特定というか、狭

い団地内の道路や老朽化の進む町道、あるいは造成工事に伴う大型車両の増

加など、現在の町の道路状況については非常に安全性が心配されますが、具

体的な対策は行っておられるのかお聞きをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 管理課の立場としてお答えします。狭い道路の団地ということですが、幾
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分、家が立ち並んでたり道路を広くするというのもできないところもありま

して、あと、老朽化にした道路の陥没というか、その舗装の剥がれとか、そ

ういうのは随時予算を見ながら対処していきたいと思っております。 

 それと、造成工事による大型車両だったと思いますが、その件に関しまし

ては、ガードマンと誘導員がおりまして交通事故等は起こらないようにやっ

てると思われます。 

 それと、あと１点ですが、その大型車両による道路の傷みとかそういうの

が出てきた場合は、開発、その業者様と協議を重ねて対応してまいりたいと

思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 それから、学校通路についても児童の未熟の変化などもあって危険な場所

も見受けられるところもあります。町の交通状況から見た安全性については

どのように考えておられるかお聞きをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永富雅徳君） 

理  事  議員の御指摘のとおり、児童生徒が安全に通学できるような環境をつくる

ということが非常に大事なことじゃないかなと思います。今おっしゃるとお

り情勢が変化してることもありますので、まずそのためには実態をしっかり

把握したいなと思っております。 

 それから、それに沿って安全な通学路を設定したり定期的な点検を行うと

いうことを行っていきたいと。また、子供の登下校を見守るとか不審者等に

関する情報の共有化を図るために、見守りボランティアの方とか地域のいろ

んな方と協力しながら一層安全の確保に努めていきたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 よろしくお願いいたします。それから、また通学に関係するわけでござい

ますけども、私は長与に来るとき三根大橋ば通って緑ヶ丘を通ってくるんで

すけども、もう７時から７時半ごろになると、もう緑ヶ丘から来る生徒が多

いんですよ。ここ二、三年のうち、ぽっとふえて、数を聞いたら、何か２７

０名ぐらいおるらしいです。これは私の母校の洗切小学校全体の数と余り変

わらんぐらい、もう緑ヶ丘でおるような状態なんです。それが緑ヶ丘から出

て、長与二中の交差点がありますね。あそこまでは、もう絶対安全とは言え

ませんけど歩道がありますので、まあ、やや心配要らないと思いますが、そ

の先は、こないだちょっと見に行ったんですよ。そしたらもう、狭か道ば、

車が通ればもうすれすれのところを子供たちが通って通学をしている状態な

んです。その辺は町としてどのように捉えておられるのかお聞きをしたいと

思います。 
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議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 緑ヶ丘から中学校下までは、今年度、管理課のほうでガードパイプを百数

十メーターほど設置しております。その下でございますが、今年度、中学校

の下の交差点から旧玉川さんがあった交差点までを、おわかりになりますか

ね、旧玉川さんがあったとこ。済みません。そこまでの一応舗装のやりかえ

を今年度の９月の補正でお上げしております。それとともなって、その舗装

を終わった後に、通学路対策ということで歩道部分の色分けをしたカラー舗

装を考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 努力をされているところはよくわかりませんけども、とにかく、あそこは

いろいろな地元、あるいは警察も行政も含めていろいろな考えていかんばつ

まらんところじゃないかと思いますので、今後、やっぱり事故がある前に、

今の対策ももう十分わかりますけども、それ以外の子供の安全のためにぜひ

対策をとっていただきたいなと思っております。 

 それから、交通事故については全国的には減っておりますけど、長与町は

そがん減っとらんとですもんね。平成１９年から見ますと、１９年が１５６

件、２０年が１７０、２１年が１５７、２２年が横ばいで、また２３年には

１８７件という件数でふえておられますけども、その辺についてはどのよう

な対策を行ってきたのか、そしてまた、今後どのように事故防止、施策をし

ていかれるのかお聞きをしたいと思います、交通事故の。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  交通事故防止対策につきましては、先ほど申しましたように、交通指導委

員さん、あるいは交通安全協会、見守りボランティアの皆さん方によります

街頭指導、それから、そういったそれぞれの団体の活動をしていただいてお

るんですけども、例えば小・中学校でまいりますと児童生徒に対する交通安

全指導の徹底、あるいは自転車乗車時のヘルメット着用の指導とか、ＰＴＡ

連合会、ＰＴＡ交通安全母の会、今、街頭指導への協力をいただいておる。

それから、各事業所の皆さん方においてはシートベルト着用の徹底、飲酒運

転追放の徹底というふうなことで、各種団体協力して交通事故防止対策に努

めておるというところでございます。ちなみに、長与町も昨年は件数的にも

減ったんですけれども、今年度、先ほど申した６月末現在では８１件、プラ

ス１１件ということで増加をしております。そういった中で、今後も時津警

察署と連携を深めて交通事故防止対策には努めてまいりたいというふうに考

えております。 

議  長 （山口経正議員） 
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 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 それから、具体的な安全確保の事項として、これは実際、交通安全に当た

るかどうかわかりませんけども、本川内の県道の入り口から木場のダム上流

までが拡幅をところどころしてもらっておりますけども、それで今、山手と

いうとですけども、入り口が、それから鉄道のある鉄橋のところまでは拡幅

をしてもらって、それ以降が、計画がなされていたんですけども何かぶち切

れになって進展しとらんとですよね。その辺はどのようになってるのかお聞

きをしたいと思います。これは狭くて、やっぱり子供たちが、車も何か余り

かわらん状態で、そういった安全面から尋ねておりますのでよろしくお願い

します。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （日野 勉君） 

 ダムの築造自体、私は経験しておりませんが、その後のそこの本川内佐敷

線及びその後の農業サイドの道路整備については担当でおりましたので、ほ

かの人よりは詳しいかと思いますので御回答申し上げます。 

 そこの、今議員さんおっしゃられました長与川とＪＲをまたがせている跨

線橋の行くまでの区間につきましては要望がございまして、できるだけ土坡

のほうを調整しまして広げております。それから、それから先のダムのちょ

うど水のたまっとるとこの上側のほうですね。ここも地元が要望がございま

したのでしておりますが、先ほど申しました残りの分ですね。これにつきま

しては、計画は確かに、それと地元の御要望もあったことは事実でございま

す。ただ、その後、そこの地域に当たりましては県営の畑総事業とかそうい

う大型事業がございまして、ある程度それを含めた区間の中での整備区間も

ございましたので洗い直す必要があるとは存じますが、一部できてないとこ

につきましては、最優先というわけにはちょっと今の状況では申し上げられ

ませんが、当然、道路の改良につきましては町全体の優先順位という中で事

業をやっておりますので、そこだけ特別にというんじゃなくて、町の中で優

先順位を確定するというか仕分けをいたしまして、着々とといいますか粛々

と実施してまいりたいと考えております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。これは、この道路については、もう私

もここに実際かかわっておりませんでしたのではっきりしたことはわかりま

せんけども、ダム建設時からの約束事でもあるとも聞いております。そうい

った意味では、今言われました一遍には実行できないと思いますけども、や

はり実際に事故もあって死亡事故も起こっております。歩道もないところは、

やっぱりバスが来たときはかわり切れない状態でもありますので、計画的に

拡幅をしていただきたいと、よろしくお願いをしたいと思います。ありがと
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うございます。 

 それから、もう２番目はちょっと飛ばしまして、時間がありませんので、

３番目に、高齢者の交通事故防止について質問いたします。先ほど運転免許

証の返納についても答弁があって、基本カードとか発行してそれが役立って

いるということでされていますけども、これはもう実施されていると私も知

っておりますけども、この免許証返納についてはもっと促進してくる考えは

ないか、例えばもっと広報紙に載せるとか宣伝ですね、宣伝という言い方は

該当するかわかりませんけど、そういった考えはないのか、お願いいたしま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  高齢者の運転免許自主返納でございますが、ちなみに２４年度の長崎県に

おきます返納者、返納件数が１,２２９件でございます。時津警察署管内で

申しますと５６件、うち長与町が３１件という数字をいただいております。

その中で、高齢者の運転免許証の自主返納の住基カード交付の実績では、現

在までのところ４件交付をいたしております。これについては、今年の４月

から警察の運転免許証の経歴、運転経歴証明書といいますか、運転免許証に

似た部分がその証明書になるというのが、期間が要するに無期限ということ

で、そういった制度も警察のほうでは４月１日から取り入れられております

ので、そういった証明にかわるものとしてはそういうものも利用されておる

んではないかと思っております。ただ、住基制度のこの住基カードの手数料

免除制度等については定期的に今後も広報等、啓発については努めてまいり

たいというふうに思います。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 確かにこの返納についてそういった、もっと推進していく必要はないかと

いうことで、ぜひそういった推進をしていっていただきたいと思っておりま

す。 

 それから、最近は電動車椅子が、利用者が多くなっております。ほとんど

の人が高齢者の人と思われますけども、これの安全確保についてどのように

対応をされているのかお聞きをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 管理課サイドといたしましては、８月１日から８月３１までが道路ふれあ

い月間という月間がありまして、今年度、８月２７日に町のほうも時津警察

署振興局、長与町身体障害者福祉協会、役場関係各課のもと、道路状況のチ

ェックをそれぞれの立場で点検して行っております。その中で、役場を中心

に長与駅方向と、役場を中心に今度は下流のほうを、舟津橋方向の２班に分



 

－ 64 － 

かれて検査をいたしまして、そのときに道路の点字ブロックが破損してると

かそういうのも上げまして、随時対応を行っていきたいと考えております。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 それから、電動椅子の長与町においての利用者数は把握しておられますか。

また、今後、増加をどのように想定しておられるかお聞きをしたいと思いま

す。これは、先ほども一遍に言うてしまいます、時間がございませんので言

うてしまいますけども、先ほどの免許証返納と、これはもう一つにして考え

ていただきたいのは、高齢者になって免許証をもし返納したら足が、車がな

くなる、足がなくなるわけですたいね。そうした場合、その車椅子、電動車

椅子がふえるんじゃないかなということで質問をしておりますので、そうい

った意味で答えていただければと思ってます。そしたら、もうよかです、よ

かです。議長。 

議  長 （山口経正議員） 

 山口議員。 

 １５番 （山口憲一郎議員） 

 よかです。では、ぜひその辺はよろしく、把握しながら指導とかなんとか

もしていただきたいと思います。 

 そしたら、最後のまとめで、交通政策につきましては人口の変動や経済情

勢、あるいは町の開発に伴い効果的な対応が望まれるとこでありますが、第

一に安全確保が第一であり、さらに便利な道路状況を望むものであります。

交通事故を減少させることも大きな課題であり、高齢者の利便を高めること

も必要であります。環境の変化におくれることなくタイムリーな交通政策、

継続した計画的な町の道路整備を強くお願いをいたしまして、質問を終わら

せていただきます。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１５時１０分まで休憩します。 

（休憩１４時５５分～１５時１０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順５、内村博法議員の①道州制について、②東日本大震災における復

興支援について、③生活保護の生活扶助費引き下げの影響についての質問を

同時に許します。 

 ３番、内村博法議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 皆さん、こんにちは。それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 大きな質問項目として３項目あります。よろしくお願いいたします。 

 まず、①の道州制についてでございます。昨年の衆院選や、それから、今
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年の参院選の国政選挙では複数の政党が道州制を公約として提唱しておりま

す。また経済界では日本経済団体連合会が今年３月、道州制実現に向けた緊

急提言を行っております。他方では、長崎県町村会は今年６月、長崎県知事

に対して道州制導入反対の要望を行っております。 

 このように、最近の情勢としましては、さまざまな団体において道州制の

議論が活発化しております。道州制は国の統治機構の大改革であり、その基

本的な構造は、いろいろな議論がありますけれども、国・道州・基礎自治体

の３層とするなどの体制が提案されております。そこで、この道州制につい

てどのように考えておられるのか、町長の見解を伺います。 

 それから、②の東日本大震災における復興支援についてでございますが、

東日本大震災から２年半経過し、復興に向けた各種取り組みが推進されてい

ますが、今なお、仮設住宅等で避難を余儀なくされてる避難者は２９万８,

０００人に上ると言われております。その意味では、復興はまだ道半ばであ

ります。また、福島原発事故の収束も放射能の除染、これは再除染も今問題

になっております。それから、汚染水処理の問題、これも今、国内問題、も

ちろんのこと、海外の問題、国際的な問題にもなっております。そういった

ことでかなりおくれております。このような中、東日本大震災で大きな被害

を受けた岩手、宮城、福島の３県は、自治体の深刻な職員不足が復興事業の

進まない大きな原因になっているとしまして、全国の自治体に対して応援職

員の増員を求める要請活動を３県合同で行っております。そこで、次の点に

ついて質問いたします。 

 （１）本町としてこれまでの被災地へどのような支援を行ってきたのか伺

いたいと思います。 

 （２）今回の被災地３県の応援職員の派遣要請に対し、今後、本町職員の

派遣の計画はあるかどうか伺いたいと思います。 

 それから、③の生活保護の生活扶助費引き下げの影響についてでございま

す。政府は社会保障費の見直しの一環として、生活保護費のうち日常生活の

費用であります生活扶助費の基準額を、ことし８月から引き下げております。

しかしながら、生活扶助費の基準額は他の多くの生活支援制度の目安にもな

っており、引き下げは生活保護受給者だけでなく、こうした制度の利用者に

も影響が及ぶ可能性が懸念されております。そこで、次の点について質問い

たします。 

 （１）今回の生活扶助費の削減額は、特に子育て家庭など人数の多い世帯

で影響が大きいと聞いております。本町の生活保護者の場合、削減額の実態

はどのようになっているのか伺いたいと思います。 

 （２）生活保護以外の他の生活支援制度への具体的な影響は、現状どのよ

うになっているのか伺いたいと思います。 

 以上、質問いたしますのでよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 
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 きょう最後の御質問でございます。内村議員の御質問にお答えをさせてい

ただきたいと存じます。 

 １番目の道州制についての御質問でございますけれども、全国町村会では、

平成２０年の全国町村長大会特別決議以来、一貫して道州制の導入には反対

をしてまいりました。また、九州地区町村長会では５月に道州制の導入に反

対していく旨の決議を行いました。長崎県町村会におきましても、先ほど議

員御指摘のとおり、６月に知事・県議会議長・県選出国会議員宛てに道州制

導入反対の要望を実施をしてまいります。 

 これとは逆に、九州市長会では、地方分権型社会の実現と持続可能な地域

の発展を図るための最良の処方箋は道州制の導入であるという考えのもと、

住民に身近な基礎自治体の立場や住民目線を重視した具体的な考え方を提示

しました九州府構想推進計画報告書を取りまとめておるところでございます。

同様に、県の基本姿勢は、道州制は国と地方のあり方を抜本的に見直す改革

であり地域の主体性や自立性を高めた行政システムを構築するものとしてお

りますが、実現へ向けては、離島・僻地などにおいて住民サービスに支障が

生じないよう、小規模自治体への事務補完のあり方等について十分配慮する

ことが大切であるとしております。 

 御質問の道州制についての私の考えでございますが、平成の市町村合併で

は３,２３２の市町村が２０１３年１月段階で１,７１９市町村となったとこ

ろでありますが、いまだにその総括も十分になされていないものが現状では

ないでしょうか。そういう中で、今回の道州制導入の議論が現内閣より発信

されているわけであります。先ほど申しましたように、町村レベルでは反対

の立場をとっておりますが、市レベル、県レベルでは対応はまちまちであり

ます。私としましても、町村会に所属する首長として町村会の総意を尊重す

るものであります。道州制を制度として取り上げる場合、その内容や実態、

そして国民に対する影響などなど不透明なところも多いように感じておりま

す。特に国が言っております基礎自治体のありようや役割なども定かではな

く、明確な姿が見えていないのが実情であります。現在の社会組織を根本か

ら変えてしまうほどの大きな問題であるだけに、これから十分なる国民的議

論が必要であろうかと考えておるところでございます。 

 続きまして、２番目の東日本大震災における復興支援についての御質問に

お答えをいたします。 

 １点目のこれまで被災地へどのような支援を行ってきたかということでご

ざいますけれども、大きく分けて義援金によるもの、救援物資によるもの、

そして職員の派遣によるものがございます。 

 義援金につきましては、皆様から寄せられました総額８１３万１,７９７

円の義援金と町の予算より６０万円の見舞金、また、姉妹都市であるアメリ

カ・コネチカット州ウェザースフィールド町の小学校と同州にある中学校よ

り預かりました２,６３１ドル２２セントの義援金をお送りいたしました。 

 救援物資につきましては、これも皆様からの御厚意によりまして、衣類・

タオルなどがおおよそ８万点、カップ麺などの食料品がおおよそ２,７００
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食をお送りしております。 

 人的支援の内容といたしましては、平成２３年５月２５日から同年１２月

２９日までの期間に１３人の職員を派遣をいたしましたが、日数にして１３

２日間、延べ人数として１８４人となっておるところでございます。 

 次に、２点目の今後の応援職員派遣の件でございますが、応援職員派遣に

つきましては現在のところ正式な派遣要請はあってはおりませんが、報道等

によりますと、復興事業に関与する土木などの専門知識を有する職員不足が

大きな問題となっているようであります。 

 本町は、議員も御案内のとおり全国的に見ても少ない職員数で行政運営を

行っておるところでありますが、特に土木、建築等の専門的な知識・経験を

必要とする業務につきましては十分な体制であるとは考えておらないところ

であります。したがいまして、今後の派遣要請に応じさせていただくことは、

現状ではちょっと難しいんではないかというふうに考えておるところでござ

います。 

 ３番目の生活保護の生活扶助費引き下げの影響についてでございます。 

 １点目の本町の生活保護者の削減額の実態につきましては、議員がおっし

ゃるとおり、生活保護費の生活扶助費は本年８月より引き下げられたところ

であります。生活扶助費は日常生活に必要な費用で、食費・被服費・光熱水

費等に充てる費用でございます。 

 生活保護費は、東京２３区や大阪市など大都市圏の１級地－１から地方の

３級地－２まで６区分に分けられており、本長与町は３級地－１に区分をさ

れておるところであります。 

 生活扶助費を３級地－１の基準額で試算しますと、例えば３３歳の夫と２

９歳の妻と４歳の子の世帯で比較した場合、本年７月までは１３万１,３５

０円が、ことし始まりました８月からは１２万８,１２０円となり３,２３０

円の減額になります。また、６８歳の単身世帯では、６万５,２１０円が６

万５,２８０円となり、７０円の増加になります。また、３０歳の親と４歳

と２歳の子の世帯では１１万５,４７０円が１１万２,４００円となり、３,

０７０円の減額となっております。 

 ２点目のほかの生活支援制度への影響につきましては、生活保護の基準額

を参照しているものはありますが、今年度においては影響が出ないように配

慮をされております。来年度以降につきましては、国は影響が及ばないよう

に対応したいとしていますが、税制改正も含め、それぞれの制度における見

直しの内容が十分わかっておりませんので、今後の影響につきましては現時

点では申し上げられないような状況ではないかと思っております。以上でご

ざいます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、道州制でございますけれども、確かに現在ではまだいろんな団体で
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議論されております。それで、少しマクロ的な質問になると思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。 

 まず、今回この時期に長崎県町村会として反対の要望を行ったというこの

きっかけでございますけれども、それは何でございましょうか。まずそれを

お聞きしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 この九州地区町村会で道州制研修会というのを行っておりまして、その研

修会の中で、町村会としてはこの道州制を進めるのはいかがなものかという

ような議論が出たということからだと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 道州制もいろいろな団体で提唱されてるわけですね。今、与党でも基本法

案ですか、これを検討中と。それから、経済界でも検討されると。そのため

に、与党でも、政党でも検討されとるんですけども、今、反対されてるその

道州制はどの案に対して反対されているのか、そこをちょっと確認したいと

思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 道州制につきましては、九州経済連合会、九経連というんですけども、九

経連でも進めております。知事会の中におきましても数件推しております。

そして、市長会の中でもこれを推してる市長があるというようなことでござ

いますけれども、実態としまして、道州制をやった場合に、じゃあ日本の国

のデザインがどうなっていくのかというようなことが必要であるかと思いま

す。それにつきましては、経済連とかそういったところはそれぞれ出しては

います。ただ、私もこの町村会におきましては、基礎自治体というような名

前で出されておりますけれども、じゃあ、この基礎自治体がどのような役割

を受け持つのか、あるいは、道州制になってこの基礎自治体の今後の町民に

対する影響度等々につきましてはいかがなものであるかというものが、現在

のところ、デザインとしてはっきり見えてないというようなところがありま

して、これにつきましては、やはり道州制というのは、先ほど議員おっしゃ

ったように国の根本を完全に変えるものなんですね。したがいまして、これ

につきましては十分なる国民的議論が進まないと進んでいけないんじゃない

かと、そういう意味では、まだその議論という意味で十分なる議論がなされ

てるかというと、そうではないんじゃないかというふうに考えておるところ

でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 
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  ３番 （内村博法議員） 

 道州制を、推進論者というのは今の与党を初め各政党あるわけですけども、

私もこの町村会ですね、全国町村会、今、町長が言われたですね。確かに反

対の決議を過去行っておるというのは承知しております。それ、全国町村会

が今回いろいろ批判をしてるのは、この与党の基本推進案なんですよね。実

際、今言っておられますね。したがって、ほかにもいろいろ経済会のこの道

州論もあるんですけれども、実際、これから進むに当たっては、今の政治状

況を見ますと推進論者が多数を占めているわけですよ、与党を初めですね。

したがって、これは非常に道州制が加速度的に推進されていく可能性がある

と思われるんですよ。これはまあ、あくまでも可能性ですけどね。したがっ

て、そこに危機感を持ったのが全国町村会であるわけですよね。私はそのよ

うに今、捉えてるわけですけども、その点いかがでしょう。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員おっしゃるとおり、現内閣で進められてる取り組みというのは非

常にスピード感を持ってやっておられるというようなことがございまして、

この道州制というのも、今、ねじれが取れて自民党、今、与党の中で決定が

できるというような状況になっておりますので、そういった面においては、

十分な議論がなされないところで決定をされるというのはいかがなものかと

いうふうに思っております。ただ、これはそれぞれの、経済会は経済会、そ

して知事会は知事会、市長会は市長会、それぞれの主張がございますし、ま

た考え方もあるかと思うんですね。したがいまして、この分について全国町

村会は反対をしておるわけですので、このあたりはやはり今から議論を十分

戦わせていくというようなことを、もしこれが町村会しかないというような

ことであれば、それはもう町村会がまずはリーダーシップとって議論をして

いくというようなことが大事なんじゃないかなというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 この道州制というのは自治体に限らず我々議員にとっても非常に身近な問

題なんですよね。もちろん国民にとっても身近な問題になるわけですね。確

かに今、町長が言われたように、国民的な議論というのは、これはもう最低

でも必要になってくると思います。 

 それで、先ほど町長はちょっと触れられたんですけども、平成の大合併で

すかね、これで約３,２３２が１,７００ぐらいになったと。長崎県も７９あ

ったのが今２１ですかね、２１になったと。半分以上ですよね、長崎県はで

すね。長崎県の場合は、かなりこの減少率が全国一ということで言われてる

わけですよね。それで、最近の長崎新聞で、佐世保市の鹿町町のあれが報道

されていましたけども、要するに、今まで役場であったところが支所になっ

て、その職員も、８０名ぐらいおられた方が１０名ぐらいになったというこ
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とで、非常に、周辺で商売される方も、役場から今までいろんなものが発注

されとったけども、それも減ったと、周辺の商店街も衰退していったという

記事が書いてありました。全てが全てそうじゃないのではないかなと思うん

ですけどね。そういうので、平成の大合併になるのではないかなという、こ

の危惧を抱かれるのは、この町村会、特にそういう危機感を持っておられる

んじゃないかなと思うんですよ。それで、その平成の大合併をどのように行

政の立場から町長は感じておられるか、その見解を伺いたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 先ほど私、申し上げましたように、この平成の大合併が十分なる総括をさ

れたのかというようなことでございますけれども、もっともっとやっぱり総

括されるべきではないかなというふうに私は思っております。今、議員がお

っしゃるように、合併しないとやっていけないというようなところも当然あ

るわけであります。しかしながら、そうではないところもあるわけでござい

まして、そのときに、一番根本にあって考えなくちゃいけないことは、そこ

に住む住民にとってサービスがどうなのかと。そこの住民にとってのサービ

スはいかがなものなのかということをやっぱり一つ問うべきではないかと思

うんですね。一方的に、例えば合理化という面で、これだけの収入しかない

んでそれに見合った支出というような形だけではかれるものでもないですし、

そういった面では、やはり住民のサービスの面から見るという観点も必要で

はないかと私は考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 平成の大合併というのは、いわゆるスケールメリットを出すために町財政

を改善していくというのが主な狙いだったというふうに私は理解してるんで

す。まあ、ほかにも目的はあったかもしれませんけどね。その地方分権のた

めという言葉も出たかもしれません。しかし、その地方分権が置き去りにし

て、スケールメリットだけで強行したと。要するに、国主導であったという

ことが、やっぱりそういう批判が多いのではないかなというふうに私は感じ

ております。これは私だけでなくてほかの識者の方もそういうことをおっし

ゃってる方もおられます。そういう大合併が今回のいわゆる道州制によって

強行されるんじゃないかというのが一番最大の問題でもあるし課題でもある

んじゃないかなと、こう思ってます。 

 道州制に、先ほど、ちょっと細かな点になるんですけれども、６月２１日

に知事に反対の要望を行ったということで聞いておるんですけども、その反

対の理由というのは、主なもので結構ですけども、知事に言われた反対の理

由ですかね、これはどのようなものだったのか、そこをもしわかれば教えて

いただきたいなと思います。それと、知事の見解はどうだったか、それに対

してですね。 
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議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 申しわけございませんけども、要望書の内容を逐一覚えているわけではご

ざいません。ただ、今言いましたように、全国町村会の意向を受けて、長崎

県の町村会でも、やはりそういう形で、この道州制に対しては、よくないん

じゃないだろうかということでございます。その中身というか、我々がいつ

も言っていますことは、道州制は地方分権の名をかりた新たな集権体制を生

み出すものであり、税源が豊かで社会基盤が整っている大都市圏へのさらな

る集中を招き、地域間格差は一層拡大するものでありますといった、そうい

ったものをもう少し詳しく出したものだと記憶をしております。定かではご

ざいませんけども。 

 それと、知事と県会議長のほうにもお話ししたと思うんですけども、一定

の理解は示していただいておりますけれども、ただ、知事会は知事会として

のまた意向もありますでしょうけども、そのときは知事が特に自分の御意見

をおっしゃるというようなことはなく、こちらの要望を聞いていただいたと

いうことでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 道州制にやっぱり一番キーとなるのが地方分権ですよね。地方分権の考え

方をどうするのかと、理念をどうするかというのがやっぱり根底にないと、

なかなか進まないと思うんですよね。それで、もちろん道州制がなくても地

方分権というのは進めていかないといかんのですけれども、その地方分権の

考え方、あるいは理念は、町長としてはどのように考えておられるか、そこ

をちょっとお聞きしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 地方分権については、それぞれお考え方があろうかと思いますけれども、

やはり今までの日本の歴史の中でこういった形におさまってきたというよう

なことであります。したがいまして、そのいろんなやり方というのはあろう

かと思いますけれども、今のやり方が果たしてまずいのかということを考え

るわけですね。例えば交付税というのが長与町は大体２０億前後ぐらい。じ

ゃあ上五島町は幾らかというと８０億ぐらい出るということで、それぐらい

交付税違うんですね。長与町はそれだけ財源があるからお金はやらないよと

いうようなことで。だから、全国でお金を吸い上げて、それで必要経費、そ

して税金、差し引いて足らない分を補填するのが交付税でありまして、長与

とか時津はだから交付税が少ないわけであります。しかし、こういう形で、

やはり受けられる恩恵は地域を超えて、やはり国民一人一人受けられる恩恵

は差がないようなことにしようという形で今の制度があるわけでありまして、
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そういったものにつきまして、その中で、十分なる地方分権という考え方の

中で地域の活性化とか、地域の中でのいわゆるコミュニティーのありようと

か、そういったものを活発化し、その中で住民が幸福、幸せになっていくと、

そういったものを組み立てていくのが地方分権でないだろうかと思います。

だから、形としてはいろんな形があっていいと思うんですね。ただ、それが

余りにも偏ってしまうと不利益をこうむるものじゃないだろうかというふう

に考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 地方分権の考え方というのはいろんな切り口があると思いますので、私は、

前政権の民主党の政権のときに、地域主権改革ということで地域戦略会議と

いうのが当時ありまして、その中で地域主権の理念なりをうたわれたわけで

すね。その基本理念というのが、まず国と地方公共団体の関係というのは上

下の関係じゃなくて対等の立場であるというのが決定されておりますね。そ

れから、地域主権というのは、改革ちゅうのは、住民に身近な行政は地方公

共団体が実質的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民がみず

からの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにする

ための改革であるという理念を決定されているわけですね。この理念という

のは、今も引き継がれているんじゃないかなと思うんですけれども、まさに

そのとおりではないかなと思っています。 

 これまでのその理念に基づいて義務づけとか枠づけの見直し、それから国

の出先機関の原則廃止というのをうたってきたわけですね。義務づけ、枠づ

けは今進んでおりますけれども、国の出先機関の原則廃止は、今の政権で検

討されているということで聞いております。１２月ごろには結論を出すよう

なことを新聞で書いてありましたけども、そういったことで、今の制度でも

地方分権というのは進められると思います。 

 ただ、しかし、今のやっぱり地方自治体というのは、自主財源ですね、こ

れがやっぱり３割、４割というのが大部分だと思うんですよね。あとは交付

税、補助金、依存財源ということで、必ずしも地方主権の自立は、地方自治

体の自立という面では、これは十分じゃないわけですよね。だから、その意

味では、道州権論者が言っている財源も権限も基礎自治体に移せと、移して

真の地方自治を確立していくんだというのが推進論者の地方主権の考え方な

んですね。補完性の原則と言っていますけれども、要するに地方でできるこ

とは地方で全てやると、地方でどうしてもできないのを道州に任せると、道

州でできないものを国がやるという補完性の原則というのを道州制推進論者

は打ち出しておるわけですね。これを地域型、地方主権型道州制と呼んでい

るんですけども、私は総論的にはそれに賛成です。各論になるといろいろ考

え方が出てくると思うんですけど、私自身としては、やはり今の情勢、これ

推進論者もしきりに言っているんですけども、中央集権体制を打破すると。

中央集権体制が、やっぱり今のような雇用問題、それから少子高齢化、それ
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から経済の低迷など、いろいろ今の克服すべき課題、難点が出てきたんじゃ

ないかなということで、これをどうしても打破しないといけないということ

で、この道州制を、地方が主役ということで考え方に立って、道州制を進め

ていこうという考え方を今、大部分の推進論者はそう言っているわけですけ

れども、総論的には私もそれは賛成です。 

 私はもう一つ、やっぱり道州制を考えてみますと、やはり今１,０００兆、

国の借金ですかね、負債残高が１,０００兆を超しているという報道があり

ました。こういう膨大な借金、ちょっとイメージ的にはわからなかったから、

やっぱり国際的にはどうなんだろうかということで見てみました。そしたら、

日本が一番悪いんですよね、ＧＤＰ比較で。日本はＧＤＰ比較で２２０％ぐ

らいですか。その次に、先進諸国の間だけですけれども、アメリカがその半

分ですよね。あの大国が日本の半分かと思いましたですね。だから、それだ

け日本の状況というのは悪いんですよね。言ってみれば借金地獄ですね。も

っと言えばもう砂上の楼閣かもしれませんね。だから、そういう状態にある

のではないかなと、こう思っています。 

 だから、やはり今、政府も経済成長、経済を強くするため経済成長戦略を

立てておられるわけですけども、それと同時に再建計画、健全計画で消費税

を上げると、こういった両方の両輪を今駆使されているわけですけどね。た

だ、やはりそれでは追いつかないと思っています。そういう認識ですね。こ

れがこのままいってしまうと、国民へのまたさらなる増税、それから各種保

険税、保険料の増加につながるんじゃないかと。それから年金もしかりです

ね。だから、もうこの際思い切ってこの道州制を導入して、国と地方の重複

業務、重なる部分を取り除いて、それぞれが終結する、業務完結型にすると

いうシンプルな姿にしていかないと、なかなか財政を改善できないじゃない

かと、こう思っているわけですね。そういった意味で、私はこの道州制とい

うのは、いわゆる地方主権の確立とそれから財政再建の両方を実現できるも

のではないかなと、こう思っています。 

 しかし、さりとて、これは非常に大きな問題、大改革なんで、ただ、今、

与党とか経済界は３年で答申案を出して、その答申案に基づいて２年以内に

いろんな法律を整備して、５年後には実施すると、こういう具体的なスケジ

ュールを立てているわけですね、日経連も、日程としてですね。だから、か

なりこの議論というのは急ピッチでいく可能性は秘められているんじゃない

かなと、こう思っています。 

 先ほど町長が言われたように、道州制ありきの前提ではなくて、やはりそ

の前にいろいろと、地方六団体ですか、こういうところと懸念される問題点、

こういうところをやっぱりいろいろ詰めていかないといけないと、こういう

ふうに考えておられるというふうにお聞きしたんですが、まさにそのとおり

じゃないかなと思います。 

 それで、やっぱり先ほど来からも言っているように、この基礎自治体のあ

り方というのが非常に問題になってくるわけですね。それで、その基礎自治

体をどうするのかと、今の道州制推進論者からいけば、県の業務も一部移管、
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広域関係に通じるところは道州に移管すると、こういうのが道州推進論者の

言い分であるわけですね。そうすると、県の業務も移管できるような基礎自

治体というのは、そうたくさんはないと思うんですよね。やっぱりある程度

規模、処理能力が高い自治体じゃないと消化できないと、こういうふうにな

るわけですね。そうすると、それが消化できないところは合併せざるを得な

いと、こういうふうな理屈になってしまうわけですね。そういう意味では非

常に、そう考えると我々にとっても、自治体にとっても非常にこれは重要な

道州制なのかなと、こう思っています。 

 今のところまだ法案として提出されておりませんので、提出されたら、ま

たそのときに議論をしたいと思います。まだ今、どっちかというとグランド

デザインの段階なもんですから、マクロ的なことしか言えませんけども……。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員に申し上げます。簡明に質問してください。 

  ３番 （内村博法議員） 

 はい。ということで、一応この質問は終わります。 

 次に、東日本大震災における復興支援、これについて質問させていただき

ます。 

 まず、先ほどの、長崎県がことし取りまとめている２月の調査というのが

ありまして、長与町の前回の派遣については１３名だということで、これは

私も承知しているわけですけれども、派遣業務ですね、これ主な派遣業務と、

派遣期間は大体どのようなものであったのか、それから派遣先はどのような

派遣先であったか、このあたりちょっと教えていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 お答えいたします。 

 業務につきましては、まず大きく分けて２種類ございまして、一般行政の

ほうで罹災証明発行業務、それから専門職である保健師の業務として避難所

生活者の保健支援を、この２つがございました。それぞれの派遣期間は、若

干差異がございますけども、標準的に２週間または１週間、この２通りでご

ざいました。派遣した相手は、一般行政職でいう派遣先が宮城県の石巻市、

それから保健師の避難所生活者の保健支援については福島県二本松市でござ

いました。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 石巻市に集中した理由は何でしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 応援職員の派遣につきましては、長崎県のほうでコーディネートをしてい
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ただきましたので、長崎県の区割りといいますか、判断によって、そういう

派遣先になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 この派遣期間、短期なんでしょうけども、これは純然たる公務出張という

か、地方自治法で言う派遣に当たるのか、それはどちらだったんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 公務の出張という形で派遣いたしました。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 短期間で出したという理由は、これはどのような理由からでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 もともと当時の派遣要請が、一人でも多く、復旧というか、現状を整理す

るための人材を求められたということで、極端な言い方をすれば１日でもい

いから応援してくださいというような要請でございました。ですから、先方

の考えもあったんでしょうけども、２週間程度を標準にということで、長崎

県のほうでコーディネートされた形になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 ということは、長崎県の指示ということですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 当時の派遣につきましては、３月１１日に発生した震災後、約２カ月後に

長与町は第１弾の派遣をしたんですが、５月になって。その時点で、長崎県

のほうが窓口となって各市町に照会をして、応援職員の集約をしております。

指示というよりも、集約をされたのが長崎県であったということで御理解い

ただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 本町で被災者を受け入れられたということはあるのですかね。ちょっとそ

こを伺いたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 住民票を移して長与町にお住まいになった方が数名いらっしゃったと思い

ますけど、申しわけありません、今ちょっと手元に資料がございません。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 その数名の方にどのような支援を行われたか、おわかりでしたらちょっと

教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 転入前の自治体、例えば宮城県にいらっしゃった自治体からの被災者に対

する情報提供とかがあると、それを直接長与町のほうで郵便物としてその該

当者にお送りする等の支援、またはホームページや広報を使って案内をする

という形での支援をさせていただきました。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 先ほど町長の答弁にあったんですけども、今回の被災地３県からの要請は

本町には来てないということでお聞きしたんですけれども、７月時点でした

かね、この３県が合同で要請するというような話があったのは、報道でも流

れとったんですけれども、どこかのルートで来てることはないんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 ３県合同の派遣要請につきましては、まず県及び市長会に要請をするとい

う行動をなさっているようです。我々が属する町村会に直接という形はどう

もあってないようですし、現実に長崎県の町村会から長与町に対して３県合

同の派遣要請がありましたというアナウンスは、現在までありません。 

 ただ、議員もおっしゃったように、町長もお答えしたように、報道等によ

りますと、土木や都市計画とか用地関係の職員が３５０名ほど足りないとい

うことで要請をなさっているようです。町長もお答えしましたように、若干

長与町の事情を申し上げると、なかなかそういう専門職の余裕は少しないよ

うな状況であります。また、この要請につきましては、昨年来より、さらな

る中長期にわたる派遣の要請というのが別にあっておりました。これが、中

長期というのはどういうものを言うかというと、１人につき数カ月または数

年という希望を被災県が、被災県というか、被災県及び被災自治体が考えて

いらっしゃるようでしたんですが、なかなか数カ月、例えば半年とか１年と

かいう期間をうちの職員を派遣するというのは厳しい状況であるということ

で、お応えできないという報告をさせていただいたことがありました。それ
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に加えて、今回はまた専門的な技術が必要だということの要請であっている

ようでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今回、派遣できないかどうかですね。それで、今、要請は来てないんです

けれども、こちらから自主的に働きかけるとか、参加する場合はそういう方

法も考えられるんですけれども、先ほど専門職って言われたんですけれども、

今、現実的に、もちろん専門職が多いんですけども、長崎県内でも長崎市、

それからその他の諫早市ですかね、現実にもう今派遣されとるわけですね。

県自体も派遣されとるんですよね。その中で、やはり事務職の方も行ってお

られるんですよ、今現実にですね。だから、そういう方法もあるのではない

かなと思うわけですよね。これは調べていただければわかると思いますけど

も、長崎市、諫早市、その他の市ですね。現実に事務職も行っておられます。 

 ただ、これから被災地のほうはまちづくりということで、やっぱりいろん

な計画、特に土木職ですね、こういう方が必要だというのは私も承知してお

ります。だから、その中で事務職とかそういうのも派遣できるのではないか

なと。 

 それから、もう一つは、やっぱり各自治体も専門職が少ないところもある

わけですね。そういう中でやりくりして出しておるわけですよね。そのやり

くりの方法というのは、いわゆる退職ＯＢとか、そういう方を活用したりし

ておられるところが現実にあるわけですよね。これも調べていただければわ

かります。だから、そういった活用も頭に入れてやっていただけないかなと、

こう思うわけですよね。そのあたりいかがですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 退職後の職員の再任用とかいう形での派遣については、既に議員さんも御

案内のとおり要請はあっておりました。ただ、長与町の場合、再任用という

形態の雇用が過去あっておりませんので、今後の問題としては、検討の対象

にさせていただきたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今回のこの派遣につきましては、私も、住民の方から問い合わせがありま

して、長与町はなぜ派遣しないのかという問い合わせがありました。それも

考えまして今回の一般質問をいたしました。したがって、やっぱりできるも

のはぜひ実現していただきたいなと思います。 

 次の質問に移らさせていただきます。生活保護の関係ですけれども、確か

に今年度は影響はないというものの、来年度、再来年度、これは順次切り下

げて、引き下げていくわけですよね。３年間で完了と、こういうスケジュー
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ルになってるわけですけれども、先行きの見通しちゅうのは今のところわか

らないということなんですけれども、単独事業でやっている要生活保護者と

か、そういったものはやはり今のところ考えておられないということなのか、

そこをちょっと確認したいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  今の段階では、長与町のほうは県のほうの事業をお手伝いしているという

段階ですので、今から先、そういう方の要望等ございましたらまた研究する

ということですけれども、今の段階ではそういうことは考えておりません。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 単独事業の就学援助制度ですか、これの該当者の方が現在何人おられるん

ですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会総務課長。 

教育委員会 （森川敏幸君） 

総務課長  教育委員会所管では就学援助というのがありまして、その準要保護関係に

つきましてが一番この影響があるかということを考えております。それで、

その影響を受ける人数としましては、世帯の所得が生活保護基準の１.２倍

未満までということにしておりますので、それに該当するような形の人数が

約４０名ほど出てくるかなということで想定をいたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今、準要保護者で、それが今何名おられるかというだけ、ちょっとお聞き

したいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会総務課長。 

教育委員会 （森川敏幸君） 

総務課長  ２５年度で準要保護者が４７９名です、２５年度ですけど。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 余り時間もありませんのですけれども、先ほど３年で完了するということ

で、国の本年度予算ベースでいくと１.５％減、それから１４、１５年度ず

っと下げていきようわけですけども、最終的には６.５％と、これ予算ベー

スですけども、具体的な当てはめがどうなるかよくわかりませんけども、そ

ういう削減計画というふうになっとるわけですね。したがって、先ほど４７

９名ですか、非常な影響を受けることになるわけですよね。これは、今年度
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は据え置きということでしょうけども、来年度以降、非常にこの影響が大き

くなるんじゃないかなと、こう思うわけですね。それで、やっぱり影響が大

きいので、今後十分に精査していただいて、大きな影響が出ないようにして

いただきたいなと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 これにて本日の日程は終了します。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

                            （散会 １６時０８分） 

 


